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承第１号

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成２

８年１２月２１日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求める。 

  平成２９年２月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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平成２８年度美濃加茂市一般会計補正予算（第７号） 

平成２８年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２７，９１７千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１，７７１，０２２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
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１ 特別職

報酬 給料
期末手当
（千円）

地域
手当

寒冷地
手当

その他
の手当

計

（千円） （千円）
年間支給率
（月分）

（千円） （千円） （千円） （千円）

長等 19,140 8,231 5,742 33,113 4,316 37,429

(4.3)

議員 16 95,513 95,513 26,763 122,276

その他の
特別職

1,368 47,604 47,604 47,604

計 1,386 143,117 19,140 8,231 5,742 176,230 31,079 207,309

長等 19,140 8,231 5,742 33,113 4,316 37,429

(4.3)

議員 15 94,756 94,756 26,763 121,519

その他の
特別職

1,246 47,127 47,127 47,127

計 1,263 141,883 19,140 8,231 5,742 174,996 31,079 206,075

長等

議員 1 757 757 757

その他の
特別職

122 477 477 477

計 123 1,234 1,234 1,234

給 与 費 明 細 書

区分
職員数
（人）

給          与          費

共済費
（千円）

合計
（千円）

備考

補
正
後

2

補
正
前

2

比
較
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２ 一般職
（１）総括

310

（5）

310

（5）

（0）

（　）内は短時間勤務職員数を計上

扶養
手当

地域
手当

住居
手当

通勤
手当

特勤
手当

時間外
手当

管理職
手当

期末
手当

勤勉
手当

宿日直
手当

退職手当
負担金

単身赴
任手当

災害派
遣手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補
正
後

29,224 34,531 10,179 14,456 30 78,168 29,053 259,437 172,678 1,034 179,178 672

補
正
前

29,224 34,531 10,179 14,456 30 71,973 29,053 259,437 172,678 1,034 179,178 672

比
較

6,195

1,115,539 802,445 1,917,984 398,356 2,316,340

1,924,179 398,356 2,322,535

補
正
前

比
較

6,195 6,195 6,195

給与費明細書

区
分
職員数
（人）

給与費

職員手当
（千円）

計
（千円）

報酬
（千円）

給料
（千円）

共済費
（千円）

備考
合計
（千円）

職
員
手
当
の
内
訳

区分

補
正
後

1,115,539 808,640
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(2)給料及び職員手当の増減額の明細
区
分
増減額
(千円)

説明

6,195 その他の 6,195 時間外手当 6,195

増減分

増減事由
別内訳(千円)

備考

職
員
手
当
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承第２号

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成２

９年１月２４日次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告

し、承認を求める。

平成２９年２月２８日提出

                美濃加茂市長  藤 井 浩 人

美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例について

美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例を下記のとおり制定する。

記

美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例    

美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４２年美

濃加茂市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条、第５条関係） 

区分 根拠となる

法律、条例等

報酬の額 費 用 弁

償 

 （略） 

固定資産評

価審査委員

会委員

 （略） 

審理員 行政不服審

査法（平成２

６年法律第

時間額 １

０，０００円

別表（第２条、第５条関係） 

区分 根拠となる

法律、条例等

報酬の額 費 用 弁

償 

（略） 

固定資産評

価審査委員

会委員 

 （略） 
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６８号）

スポーツ推

進委員 

（略） 

 （略） 

スポーツ推

進委員 

（略） 

 （略） 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。
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議第１号 

美濃加茂市職員団体の登録に関する条例について 

 美濃加茂市職員団体の登録に関する条例を下記のとおり制定する。 

  平成２９年２月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

美濃加茂市職員団体の登録に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第５３条第１項、第５項、第６項、第９項及び第１０項の規定に基づき、職

員団体の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（登録の申請） 

第２条 職員団体が可茂広域公平委員会（以下「公平委員会」という。）に登録を申

請する場合には、その代表者を通じて、次の各号に掲げる事項を記載した正副２

通の申請書にそれぞれ規約を添付して、提出しなければならない。 

(1) 理事その他の役員の氏名、住所及び職名（職員でない者にあっては、その職 

業） 

(2) 全ての事務所の所在地 

(3) 連合体である職員団体にあっては、その構成団体の名称 

２ 前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならな

い。 

(1) 規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、法第

５３条第３項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び結果

を証明する書類 

(2) 法第５３条第４項の規定に従って組織されていることを証明する書類 

（登録の通知） 

第３条 公平委員会は、登録の申請を受けた日から３０日以内に登録をした旨又は

しない旨を、申請をした職員団体に通知しなければならない。 

（規約等の変更又は解散の届出） 

第４条 登録を受けた職員団体は、その規約若しくは第２条第１項に規定する申請

書の記載事項に変更があったとき、又は解散したときは、その事由を生じた日か
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ら１０日以内に、公平委員会に書面をもってその旨を届け出なければならない。 

２ 職員団体が前項の規定により届出をする場合には、その代表者を通じて、正副

２通の届出書を提出しなければならない。 

３ 第１項の規定による届出が規約の変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要

な行為に係るときは、それらの行為が法第５３条第３項の規定に従い決定された

こと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類を添付しなければならな

い。 

４ 前条の規定は、規約又は第２条第１項に規定する申請書の記載事項の変更の届

出の場合に準用する。 

（登録の効力停止及び取消しの通知） 

第５条 公平委員会は、法第５３条第６項の規定により職員団体の登録の効力を停

止し、又は登録を取り消すときは、その旨を記載した書面をもって当該職員団体

に通知しなければならない。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、可茂

広域公平委員会規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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議第２号

美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例につい

て

美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例を下記のとおり制

定する。

平成２９年２月２８日

美濃加茂市長  藤 井 浩 人

記

美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例

美濃加茂市附属機関の設置に関する条例（平成２３年美濃加茂市条例第２号）の

一部を次のように改正する。

改正後 改正前 

別表（第１条－第４条関係） 別表（第１条－第４条関係） 

１ 市長の附属機関 １ 市長の附属機関 

附属機

関名 

所掌事項 委員の構成委員の

定数 

委員の

任期 

（略） 

美濃加

茂市行

政改革

市民会

議 

（略）

美濃加

茂市指

定管理

者評価

委員会 

指定管理者

の評価及び

指定管理者

制度の運用

等に関する

こと。 

学識経験を

有する者 

５人以

内 

３年 

美濃加 （略）

附属機

関名 

所掌事項 委員の構成委員の

定数 

委員の

任期 

（略） 

美濃加

茂市行

政改革

市民会

議 

（略）

美濃加

茂市指

定管理

者評価

委員会 

指定管理者

の評価に関

すること。

学識経験を

有する者 

３人 ３年 

美濃加 （略）
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茂市特

別職報

酬等審

議会 

（略） 

茂市特

別職報

酬等審

議会 

（略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第３号 

   美濃加茂市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につ 

   いて 

美濃加茂市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を下記のとおり

制定する。 

 平成２９年２月２８日 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

美濃加茂市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市職員の育児休業等に関する条例（平成４年美濃加茂市条例第１号）の

一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定

める職員は、次に掲げる職員とする。 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定

める職員は、次に掲げる職員とする。 

(1) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第２６条の６第７項又は育児休業法

第６条第１項の規定により任期を定めて

採用された職員 

(1) 育児休業法第６条第１項の規定により

任期を定めて採用された職員 

(2) （略） (2) （略） 

(3) 美濃加茂市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例（平成２６年美濃加茂市条

例第２号）第４条第３項の規定により任期

を定めて採用された短時間勤務職員 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める

者） 

第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例

で定める者は、児童福祉法（昭和２２年法律

第１６４号）第６条の４第２項に規定する養
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育里親である職員（児童の親その他の児童福

祉法第２７条第４項に規定する者の意に反

するため、同項の規定により、児童福祉法第

６条の４第１項に規定する里親であって養

子縁組によって養親となることを希望して

いる者として当該児童を委託することがで

きない職員に限る。）に児童福祉法第２７条

第１項第３号の規定により委託されている

当該児童とする。 

（育児休業法第２条第１項ただし書の人事

院規則で定める期間を基準として条例で定

める期間） 

（育児休業法第２条第１項ただし書の人事

院規則で定める期間を基準として条例で定

める期間） 

第２条の３ （略） 第２条の２ （略） 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例

で定める特別の事情） 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例

で定める特別の事情） 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書に

規定する条例で定める特別の事情は、次に掲

げる事情とする。 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書に

規定する条例で定める特別の事情は、次に掲

げる事情とする。 

(1) 育児休業をしている職員が、産前の休

業を始め、又は出産したことにより、当該

育児休業の承認が効力を失った後、当該産

前の休業又は出産に係る子が次に掲げる

場合に該当することとなったこと。 

ア 死亡した場合 

イ 養子縁組等により職員と別居するこ

ととなった場合 

(1) 育児休業をしている職員が、産前の休

業を始め、若しくは出産したことにより、

当該育児休業の承認が効力を失い、又は第

５条に規定する事由に該当したことによ

り当該育児休業の承認が取り消された後、

当該産前の休業若しくは出産に係る子若

しくは同条に規定する承認に係る子が死

亡し、又は養子縁組等により職員と別居す

ることとなったこと。 

(2) 育児休業をしている職員が第５条に規

定する事由に該当したことにより当該育

児休業の承認が取り消された後、同条に規

定する承認に係る子が次に掲げる場合に

該当することとなったこと。 

ア 前号ア又はイに掲げる場合 

イ 民法（明治２９年法律第８９号）第８

１７条の２第１項の規定による請求に
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係る家事審判事件が終了した場合（特別

養子縁組の成立の審判が確定した場合

を除く。）又は養子縁組が成立しないま

ま児童福祉法第２７条第１項第３号の

規定による措置が解除された場合 

(3) （略） (2) （略） 

(4) （略） (3) （略） 

(5) 育児休業（この号の規定に該当したこ

とにより当該育児休業に係る子について

既にしたものを除く。）の終了後、３月以

上の期間を経過したこと（当該育児休業を

した職員が、当該育児休業の承認の請求の

際育児休業により当該子を養育するため

の計画について育児休業等計画書により

任命権者に申し出た場合に限る。）。 

(4) 育児休業（この号の規定に該当したこ

とにより当該育児休業に係る子について

既にしたものを除く。）の終了後、３箇月

以上の期間を経過したこと（当該育児休業

をした職員が、当該育児休業の承認の請求

の際育児休業により当該子を養育するた

めの計画について育児休業等計画書によ

り任命権者に申し出た場合に限る。）。 

(6) （略） (5) （略） 

（育児休業をしている職員の期末手当等の

支給） 

（育児休業をしている職員の期末手当等の

支給） 

第７条 美濃加茂市職員の給与に関する条例

（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号。以下

「給与条例」という。）第２０条第１項に規

定するそれぞれの基準日に育児休業をして

いる職員のうち、基準日以前６月以内の期間

において勤務した期間（市の規則で定めるこ

れに相当する期間を含む。）がある職員には、

当該基準日に係る期末手当を支給する。 

第７条 美濃加茂市職員の給与に関する条例

（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号。以下

「給与条例」という。）第２０条第１項に規

定するそれぞれの基準日に育児休業をして

いる職員のうち、基準日以前６箇月以内の期

間において勤務した期間（市の規則で定める

これに相当する期間を含む。）がある職員に

は、当該基準日に係る期末手当を支給する。

２ 給与条例第２１条第１項に規定するそれ

ぞれの基準日に育児休業をしている職員の

うち、基準日以前６月以内の期間において勤

務した期間がある職員には、当該基準日に係

る勤勉手当を支給する。 

２ 給与条例第２１条第１項に規定するそれ

ぞれの基準日に育児休業をしている職員の

うち、基準日以前６箇月以内の期間において

勤務した期間がある職員には、当該基準日に

係る勤勉手当を支給する。 

（育児短時間勤務をすることができない職

員） 

（育児短時間勤務をすることができない職

員） 

第１０条 育児休業法第１０条第１項の条例 第１０条 育児休業法第１０条第１項の条例
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で定める職員は、次に掲げる職員とする。 で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

(1) 地方公務員法第２６条の６第７項又は

育児休業法第６条第１項の規定により任

期を定めて採用された職員 

(1) 育児休業法第６条第１項の規定により

任期を定めて採用された職員 

(2) （略） (2) （略） 

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起

算して１年を経過しない場合に育児短時間

勤務をすることができる特別の事情） 

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起

算して１年を経過しない場合に育児短時間

勤務をすることができる特別の事情） 

第１１条 育児休業法第１０条第１項ただし

書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる

事情とする。 

第１１条 育児休業法第１０条第１項ただし

書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる

事情とする。 

(1) 育児短時間勤務（育児休業法第１０条

第１項に規定する育児短時間勤務をいう。

以下同じ。）をしている職員が、産前の休

業を始め、又は出産したことにより、当該

育児短時間勤務の承認が効力を失った後、

当該産前の休業又は出産に係る子が第３

条第１号ア又はイに掲げる場合に該当す

ることとなったこと。 

(1) 育児短時間勤務をしている職員が産前

の休業を始め若しくは出産したことによ

り当該育児短時間勤務の承認が効力を失

い、又は第１４条第１号に規定する事由に

該当したことにより当該育児短時間勤務

の承認が取り消された後、当該産前の休業

若しくは出産に係る子若しくは同号に規

定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁

組等により職員と別居することとなった

こと。 

(2) 育児短時間勤務をしている職員が、第

１４条第１号に掲げる事由に該当したこ

とにより当該育児短時間勤務の承認が取

り消された後、同号に規定する承認に係る

子が第３条第２号ア又はイに掲げる場合

に該当することとなったこと。 

(3) （略） (2) （略） 

(4) （略） (3) （略） 

(5) （略） (4) （略） 

(6) 育児短時間勤務（この号の規定に該当

したことにより当該育児短時間勤務に係

る子について既にしたものを除く。）の終

了後、３月以上の期間を経過したこと（当

(5) 育児短時間勤務（この号の規定に該当

したことにより当該育児短時間勤務に係

る子について既にしたものを除く。）の終

了後、３箇月以上の期間を経過したこと
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該育児短時間勤務をした職員が、当該育児

短時間勤務の承認の請求の際育児短時間

勤務により当該子を養育するための計画

について育児休業等計画書により任命権

者に申し出た場合に限る。）。 

（当該育児短時間勤務をした職員が、当該

育児短時間勤務の承認の請求の際育児短

時間勤務により当該子を養育するための

計画について育児休業等計画書により任

命権者に申し出た場合に限る。）。 

(7) （略） (6) （略） 

（育児短時間勤務の承認又は期間の延長の

請求手続） 

（育児短時間勤務の承認又は期間の延長の

請求手続） 

第１３条 育児短時間勤務の承認又は期間の

延長の請求は、市の規則で定める育児短時間

勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始

めようとする日又はその期間の末日の翌日

の１月前までに行うものとする。 

第１３条 育児短時間勤務の承認又は期間の

延長の請求は、市の規則で定める育児短時間

勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始

めようとする日又はその期間の末日の翌日

の１箇月前までに行うものとする。 

（部分休業の承認） （部分休業の承認） 

第１９条 部分休業（育児休業法第１９条第１

項に規定する部分休業をいう。以下同じ。）

の承認は、勤務時間条例第８条第１項に規定

する正規の勤務時間の始め又は終わりにお

いて、３０分を単位として行うものとする。

第１９条 部分休業の承認は、正規の勤務時間

の始め又は終わりにおいて、３０分を単位と

して行うものとする。 

２ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第

６７条の規定による育児時間（以下「育児時

間」という。）又は勤務時間条例第１６条の

２第１項の規定による介護時間の承認を受

けて勤務しない職員に対する部分休業の承

認については、１日につき２時間から当該育

児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤

務しない時間を減じた時間を超えない範囲

内で行うものとする。 

２ 勤務時間条例第１４条の規定による育児

時間を承認されている職員に対する部分休

業の承認については、１日につき２時間から

当該育児時間を減じた時間を超えない範囲

内で行うものとする。 

附 則

 この条例は、公布の日から施行する。
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議第４号 

   美濃加茂市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正 

する条例について 

 美濃加茂市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例を

下記のとおり制定する。 

  平成２９年２月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記

美濃加茂市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条

例

 美濃加茂市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１６年美濃加茂市

条例第１５号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前 

（公平委員会の報告） 

第４条 可茂広域公平委員会は、毎年７月末ま

でに市長に対し、次に掲げる前年度の業務の

状況を報告しなければならない。 

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況 

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況 

（公表の時期） （公表の時期） 

第５条 市長は、第２条及び前条の規定による

報告を受けたときは、毎年８月末までに、第

２条の規定による報告の概要及び前条の規

定による報告を公表しなければならない。 

第４条 市長は、第２条の規定による報告を受

けたときは、毎年８月末までに、同条の規定

による報告を取りまとめ、その概要を公表し

なければならない。

（公表の方法） （公表の方法） 

第６条 （略） 第５条 （略） 

（委任） （委任） 

第７条 （略） 第６条 （略） 

附 則
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この条例は、公布の日から施行する。

- 35 -



議第５号 

美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例について

美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例を下記のとおり制定する。

  平成２９年２月２８日

美濃加茂市長  藤 井 浩 人

記

美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例

美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４２年美

濃加茂市条例第１０号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前 

別表（第２条、第５条関係） 別表（第２条、第５条関係） 

区分 根拠となる

法律、条例等

報酬の額 費用弁

償 

（略） 

子ども会育

成指導委員

（略） 

保健衛生事

業に伴う医

師等 

学校保健安

全法（昭和３

３年法律第

６６号） 

 美濃加

茂市職

員の旅

費に関

する条

例に規

定する

一般職

の職員

の旅費

就学時健

診 

医師・

歯科医師

（略） 

看護

師・歯科

衛生士 

時間額 ２，

７００円 

区分 根拠となる

法律、条例等

報酬の額 費用弁

償 

（略） 

子ども会育

成指導委員

（略） 

保健衛生事

業に伴う医

師等 

学校保健安

全法（昭和３

３年法律第

６６号） 

 美濃加

茂市職

員の旅

費に関

する条

例に規

定する

一般職

の職員

の旅費

就学時健

診 

医師・

歯科医師

（略） 

看護

師・歯科

衛生士 

時間額 ２，

６００円 
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校医手

当（医

師・歯科

医師） 

 に相当

する額 

３００

人以下の

小中学校

年額 １５

８，０００円

３０１

人以上５

００人以

下の小中

学校 

（略）

５０１

人以上の

小中学校

（略）

校医手当

（薬剤師）

（略）

校医手当

（眼科医）

（略）

環境美化推

進員 

 （略） 

（略）

校医手

当（医

師・歯科

医師） 

 に相当

する額 

３００

人以下の

小中学校

年額 １５

７，０００円

３０１

人以上５

００人以

下の小中

学校 

（略）

５０１

人以上の

小中学校

（略）

校医手当

（薬剤師）

（略）

校医手当

（眼科医）

（略）

環境美化推

進員 

 （略） 

（略）

   附 則

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。
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議第６号

   美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例について

美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。

  平成２９年２月２８日

美濃加茂市長  藤 井 浩 人

記 

美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例

（美濃加茂市税条例の一部改正）

第１条 美濃加茂市税条例（昭和２９年美濃加茂市条例第１９号）の一部を次のよ

うに改正する。

改正後 改正前

（市民税の申告） 

第２８条の２ 第１６条第１項第１号の者は、

３月１５日までに、施行規則第５号の４様式

（別表）による申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、法第３１７条の６第１

項又は第４項の規定によつて給与支払報告書

又は公的年金等支払報告書を提出する義務が

ある者から１月１日現在において給与又は公

的年金等の支払を受けている者で、前年中に

おいて給与所得以外の所得又は公的年金等に

係る所得以外の所得を有しなかつたもの（公

的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつ

た者で社会保険料控除額（令第４８条の９の

７に規定するものを除く。）、小規模企業共

済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保

険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控

除額若しくは法第３１４条の２第５項に規定

する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑

損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第

（市民税の申告） 

第２８条の２ 第１６条第１項第１号の者は、

３月１５日までに、施行規則第５号の４様式

（別表）による申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、法第３１７条の６第１

項又は第４項の規定によつて給与支払報告書

又は公的年金等支払報告書を提出する義務が

ある者から１月１日現在において給与又は公

的年金等の支払を受けている者で、前年中に

おいて給与所得以外の所得又は公的年金等に

係る所得以外の所得を有しなかつたもの（公

的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつ

た者で社会保険料控除額（令第４８条の９の

７に規定するものを除く。）、小規模企業共

済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保

険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控

除額若しくは法第３１４条の２第５項に規定

する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑

損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第
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３１３条第８項に規定する純損失の金額の控

除、同条第９項に規定する純損失若しくは雑

損失の金額の控除若しくは第２６条の８第１

項（同項第２号に掲げる寄附金（特定非営利

活動促進法第２条第３項に規定する認定特定

非営利活動法人及び同条第４項に規定する特

例認定特定非営利活動法人に対するものを除

く。第６項において同じ。）に係る部分を除

く。）及び第２項の規定によつて控除すべき

金額（以下この条において「寄附金税額控除

額」という。）の控除を受けようとするもの

を除く。以下この条において「給与所得等以

外の所得を有しなかつた者」という。）及び

第１７条第２項に規定する者（施行規則第２

条の２第１項の表の上欄の(2)に掲げる者を

除く。）については、この限りでない。 

 ２～７ （略） 

   附 則 

第３条の３の２ 平成２２年度から平成４３年

度までの各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年分の所得税につき租

税特別措置法第４１条又は第４１条の２の２

の規定の適用を受けた場合（居住年が平成１

１年から平成１８年まで又は平成２１年から

平成３３年までの各年である場合に限る。）

において、前条第１項の規定の適用を受けな

いときは、法附則第５条の４の２第６項（同

条第９項の規定により読み替えて適用される

場合を含む。）に規定するところにより控除

すべき額を、当該納税義務者の第２６条の４

及び第２６条の７の規定を適用した場合の所

得割の額から控除する。 

２・３ （略） 

（軽自動車税の税率の特例） 

第１３条 法附則第３０条第１項に規定する三

輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が初

めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規

３１３条第８項に規定する純損失の金額の控

除、同条第９項に規定する純損失若しくは雑

損失の金額の控除若しくは第２６条の８の規

定によつて控除すべき金額（以下この条にお

いて「寄附金税額控除額」という。）の控除

を受けようとするものを除く。以下この条に

おいて「給与所得等以外の所得を有しなかつ

た者」という。）及び第１７条第２項に規定

する者（施行規則第２条の２第１項の表の上

欄の(2)に掲げる者を除く。）については、こ

の限りでない。 

２～７ （略） 

   附 則 

第３条の３の２ 平成２２年度から平成４１年

度までの各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年分の所得税につき租

税特別措置法第４１条又は第４１条の２の２

の規定の適用を受けた場合（居住年が平成１

１年から平成１８年まで又は平成２１年から

平成３１年までの各年である場合に限る。）

において、前条第１項の規定の適用を受けな

いときは、法附則第５条の４の２第６項（同

条第９項の規定により読み替えて適用される

場合を含む。）に規定するところにより控除

すべき額を、当該納税義務者の第２６条の４

及び第２６条の７の規定を適用した場合の所

得割の額から控除する。 

２・３ （省略） 

（軽自動車税の税率の特例） 

第１３条 法附則第３０条第１項に規定する三

輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が初

めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規
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定による車両番号の指定（以下この条におい

て「初回車両番号指定」という。）を受けた

月から起算して１４年を経過した月の属する

年度以後の年度分の軽自動車税に係る第６６

条の規定の適用については、当分の間、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

第２号イ ３，９００円 ４，６００円

６，９００円 ８，２００円

１０，８００円１２，９００円

３，８００円 ４，５００円

５，０００円 ６，０００円

２ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に

掲げる三輪以上の軽自動車に対する第６６条

の規定の適用については、当該軽自動車が平

成２８年４月１日から平成２９年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は、平成２９年度分の軽自動車税に限り、次

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

第２号イ ３，９００円 １，０００円

６，９００円 １，８００円

１０，８００円 ２，７００円

３，８００円 １，０００円

５，０００円 １，３００円

３ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に

掲げる三輪以上の軽自動車（ガソリンを内燃

機関の燃料として用いるものに限る。次項に

おいて同じ。）に対する第６６条の規定の適

用については、当該軽自動車が平成２８年４

月１日から平成２９年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には、平成２

９年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄

定による車両番号の指定（以下この条におい

て「初回車両番号指定」という。）を受けた

月から起算して１４年を経過した月の属する

年度以後の年度分の軽自動車税に係る第６６

条の規定の適用については、当分の間、次の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

第６６条第

２号イ 

３，９００円 ４，６００円

６，９００円 ８，２００円

１０，８００円１２，９００円

３，８００円 ４，５００円

５，０００円 ６，０００円

２ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に

規定する三輪以上の軽自動車に対する第６６

条の規定の適用については、当該軽自動車が

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には、平成２９年度分の軽自動車税に限り、

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

第６６条第

２号イ 

３，９００円 １，０００円

６，９００円 １，８００円

１０，８００円 ２，７００円

３，８００円 １，０００円

５，０００円 １，３００円

３ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に

規定する三輪以上の軽自動車（ガソリンを内

燃機関の燃料として用いるものに限る。次項

において同じ。）に対する第６６条の規定の

適用については、当該軽自動車が平成２８年

４月１日から平成２９年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には、平成

２９年度分の軽自動車税に限り、次の表の左
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に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第２号イ ３，９００円 ２，０００円

６，９００円 ３，５００円

１０，８００円 ５，４００円

３，８００円 １，９００円

５，０００円 ２，５００円

４ 法附則第３０条第５項第１号及び第２号に

掲げる三輪以上の軽自動車（前項の規定の適

用を受けるものを除く。）に対する第６６条

の規定の適用については、当該軽自動車が平

成２８年４月１日から平成２９年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は、平成２９年度分の軽自動車税に限り、次

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

第２号イ ３，９００円 ３，０００円

６，９００円 ５，２００円

１０，８００円 ８，１００円

３，８００円 ２，９００円

５，０００円 ３，８００円

欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第６６条

第２号イ

３，９００円 ２，０００円

６，９００円 ３，５００円

１０，８００円 ５，４００円

３，８００円 １，９００円

５，０００円 ２，５００円

４ 法附則第３０条第５項第１号及び第２号に

規定する三輪以上の軽自動車（前項の規定の

適用を受けるものを除く。）に対する第６６

条の規定の適用については、当該軽自動車が

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には、平成２９年度分の軽自動車税に限り、

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

第６６条

第２号イ

３，９００円 ３，０００円

６，９００円 ５，２００円

１０，８００円 ８，１００円

３，８００円 ２，９００円

５，０００円 ３，８００円

第２条 美濃加茂市税条例の一部を次のように改正する。

改正後 改正前 

（納税証明事項） （納税証明事項） 

第１１条の３ 地方税法施行規則（昭和２９

年総理府令第２３号。以下「施行規則」と

いう。）第１条の９第２号に規定する事項

は道路運送車両法（昭和２６年法律第１８

５号）第５９条第１項に規定する検査対象

軽自動車又は２輪の小型自動車について天

災その他やむを得ない理由により種別割を

滞納している場合においてその旨とする。 

第１１条の３ 地方税法施行規則（昭和２９

年総理府令第２３号。以下「施行規則」と

いう。）第１条の９第２号に規定する事項

は道路運送車両法（昭和２６年法律第１８

５号）第５９条第１項に規定する検査対象

軽自動車又は２輪の小型自動車について天

災その他やむを得ない理由により軽自動車

税を滞納している場合においてその旨とす
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（納期限後に納付し、又は納入する税金又

は納入金に係る延滞金） 

第１２条 納税者又は特別徴収義務者は、第

３０条、第３２条の４、第３２条の４の２

若しくは第３２条の４の５（第３４条の７

の２において準用する場合を含む。以下こ

の条において同じ。）、第３２条の５の４

第１項（第３２条の５の５第３項において

準用する場合を含む。以下この条において

同じ。）、第３２条の６第１項（法第３２

１条の８第２２項及び第２３項の申告書に

係る部分を除く。）、第３４条の７、第４

８条、第６５条の６第１項、第６７条第２

項、第８０条第１項若しくは第２項、第８

４条第２項、第８７条、第１２６条第１項

又は第１３８条第３項に規定する納期限後

にその税金を納付し、又は納入金を納入す

る場合においては、当該税額又は納入金額

にその納期限（納期限の延長のあつたとき

は、その延長された納期限とする。以下第

１号、第２号及び第５号において同じ。）

の翌日から納付又は納入の日までの期間の

日数に応じ、年１４．６パーセント（次の

各号に掲げる税額の区分に応じ、第１号か

ら第４号までに掲げる期間並びに第５号及

び第６号に定める日までの期間について

は、年７．３パーセント）の割合を乗じて

計算した金額に相当する延滞金額を加算し

て納付書によつて納付し、又は納入書によ

つて納入しなければならない。 

(1) （略） 

(2) 第６５条の６第１項の申告書、第８０

条第１項若しくは第２項の申告書又は第

１２６条第１項の申告書に係る税額（第

４号に掲げる税額を除く。） 当該税額

る。 

（納期限後に納付し、又は納入する税金又

は納入金に係る延滞金） 

第１２条 納税者又は特別徴収義務者は、第

３０条、第３２条の４、第３２条の４の２

若しくは第３２条の４の５（第３４条の７

の２において準用する場合を含む。以下こ

の条において同じ。）、第３２条の５の４

第１項（第３２条の５の５第３項において

準用する場合を含む。以下この条において

同じ。）、第３２条の６第１項（法第３２

１条の８第２２項及び第２３項の申告書に

係る部分を除く。）、第３４条の７、第４

８条、第６７条第２項、第８０条第１項若

しくは第２項、第８４条第２項、第８７条、

第１２６条第１項又は第１３８条第３項に

規定する納期限後にその税金を納付し、又

は納入金を納入する場合においては、当該

税額又は納入金額にその納期限（納期限の

延長のあつたときは、その延長された納期

限とする。以下第１号、第２号及び第５号

において同じ。）の翌日から納付又は納入

の日までの期間の日数に応じ、年１４．６

パーセント（次の各号に掲げる税額の区分

に応じ、第１号から第４号までに掲げる期

間並びに第５号及び第６号に定める日まで

の期間については、年７．３パーセント）

の割合を乗じて計算した金額に相当する延

滞金額を加算して納付書によつて納付し、

又は納入書によつて納入しなければならな

い。 

(1) （略） 

(2) 第８０条第１項若しくは第２項の申告

書又は第１２６条第１項の申告書に係る

税額（第４号に掲げる税額を除く。） 当

該税額に係る納期限の翌日から１月を経
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に係る納期限の翌日から１月を経過する

日までの期間 

(3) 第６５条の６第１項の申告書、 第８０

条第１項若しくは第２項の申告書又は第

１２６条第１項の申告書でその提出期限

後に提出したものに係る税額 当該提出

した日までの期間又はその日の翌日から

１月を経過する日までの期間 

(4)～(6)略 

過する日までの期間 

(3) 第８０条第１項若しくは第２項の申告

書又は第１２６条第１項の申告書でその

提出期限後に提出したものに係る税額 

当該提出した日までの期間又はその日の

翌日から１月を経過する日までの期間 

(4)～(6)略 

（法人税割の税率） （法人税割の税率） 

第２６条の５ 法人税割の税率は、１００分

の８．４とする。 

第２６条の５ 法人税割の税率は、１００分

の１２．１とする。 

（軽自動車税の納税義務者等） （軽自動車税の納税義務者等） 

第６４条 軽自動車税は、三輪以上の軽自動

車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得

者に環境性能割によつて、軽自動車等に対

し、当該軽自動車等の所有者に種別割によ

つて課する。 

第６４条 軽自動車税は、原動機付自転車、

軽自動車、小型特殊自動車及び２輪の小型

自動車（以下軽自動車税について「軽自動

車等」という。）に対し、その所有者に課

する。 

２ 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取

得者には、法第４４３条第２項に規定する

者を含まないものとする。 

２ 軽自動車等の売買があつた場合におい

て、売主が当該軽自動車等の所有権を留保

しているときは、軽自動車税の賦課徴収に

ついては買主を当該軽自動車等の所有者と

みなす。 

３ 軽自動車等の所有者が法第４４５条第１

項の規定により種別割を課することができ

ない者である場合には、第１項の規定にか

かわらず、その使用者に課する。ただし、

公用又は公共の用に供する軽自動車等につ

いては、これを課さない。 

３ 軽自動車等の所有者が法第４４３条第１

項の規定によつて、軽自動車税を課するこ

とができない者である場合においては、そ

の使用者に課する。ただし、公用又は公共

の用に供するものについては、これを課さ

ない。 

（日本赤十字社の所有する軽自動車等に対

する軽自動車税の非課税の範囲） 

第６４条の２ 日本赤十字社が所有する軽自

動車等のうち、直接その本来の事業に用に供

するもので救急用のものに対しては、軽自動

車税を課さない。 
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（軽自動車税のみなす課税） 

第６５条 軽自動車等の売買契約において売

主が当該軽自動車等の所有権を留保してい

る場合には、軽自動車税の賦課徴収について

は、買主を前条第１項に規定する三輪以上の

軽自動車の取得者（以下この節において｢三

輪以上の軽自動車の取得者｣という。）又は

軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税

を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係

る軽自動車等について、買主の変更があつた

ときは、新たに買主となる者を三輪以上の軽

自動車の取得者又は軽自動車等の所有者と

みなして、軽自動車税を課する。 

３ 法第４４４条第３項に規定する販売業者

等（以下この項において｢販売業者等｣とい

う。）が、その製造により取得した三輪以上

の軽自動車又はその販売のためその他運行

（道路運送車両法第２条第５項に規定する

運行をいう。次項において同じ。）以外の目

的に供するため取得した三輪以上の軽自動

車について、当該販売業者等が、法第４４４

条第３項に規定する車両番号の指定を受け

た場合（当該車両番号の指定前に第１項の規

定の適用を受ける売買契約の締結が行われ

た場合を除く。）には、当該販売業者等を三

輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境

性能割を課する。 

４ 法の施行地外で三輪以上の軽自動車を取

得した者が、当該三輪以上の軽自動車を法の

施行地内に持ち込んで運行の用に供した場

合には、当該三輪以上の軽自動車を運行の用

に供する者を三輪以上の軽自動車の取得者

とみなして、環境性能割を課する。 

（軽自動車税の課税免除） 

第６５条 商品であつて使用しない軽自動車

等に対しては、軽自動車税を課さない。 

 （日本赤十字社の所有する軽自動車等に対

する軽自動車税の非課税の範囲） 
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第６５条の２ 日本赤十字社が所有する軽自

動車等のうち、直接その本来の事業に用に

供するもので、救急用のものに対しては、

軽自動車税を課さない。 

（環境性能割の課税標準） 

第６５条の３ 環境性能割の課税標準は、三

輪以上の軽自動車の取得のために通常要す

る価額として施行規則第１５条の１０に定

めるところにより算定した金額とする。 

（環境性能割の税率） 

第６５条の４ 次の各号に掲げる三輪以上の

軽自動車に対して課する環境性能割の税率

は、当該各号に定める率とする。 

(1) 法第４５１条第１項（同条第４項にお

いて準用する場合を含む。）の規定の適

用を受けるもの １００分の１ 

(2) 法第４５１条第２項（同条第４項にお

いて準用する場合を含む。）の規定の適

用を受けるもの １００分の２ 

(3) 法第４５１条第３項の規定の適用を受

けるもの １００分の３ 

（環境性能割の徴収の方法） 

第６５条の５ 環境性能割の徴収について

は、申告納付の方法によらなければならな

い。 

（環境性能割の申告納付） 

第６５条の６ 環境性能割の納税義務者は、

法第４５４条第１項各号に掲げる三輪以上

の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定め

る時又は日までに、施行規則第３３号の４

様式による申告書を市長に提出するととも

に、その申告に係る環境性能割額を納付し

なければならない。 

２ 三輪以上の軽自動車の取得者（環境性能

割の納税義務者を除く。）は、法第４５４

条第１項各号に掲げる区分に応じ、当該各

- 45 -



号に定める時又は日までに、施行規則第３

３号の４様式による報告書を市長に提出し

なければならない。 

（環境性能割に係る不申告等に関する過

料） 

第６５条の７ 環境性能割の納税義務者が前

条の規定により申告し、又は報告すべき事

項について正当な事由がなくて申告又は報

告をしなかつた場合には、その者に対し、

１０万円以下の過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が

定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発

する納入通知書に指定すべき納期限は、そ

の発付の日から１０日以内とする。 

（環境性能割の減免） 

第６５条の８ 市長は、公益のため直接専用

する三輪以上の軽自動車又は第７２条第１

項各号に掲げる軽自動車等（三輪以上のも

のに限る。）のうち必要と認めるものに対

しては、環境性能割を減免する。 

２ 前項の規定による環境性能割の減免を受

けるための手続その他必要な事項について

は、規則で定める。 

（種別割の税率） （軽自動車税の税率） 

第６６条 次の各号に掲げる軽自動車等に対

して課する種別割の税率は、１台について、

それぞれ当該各号に定める額とする。 

第６６条 軽自動車税の税率は、次の各号に

掲げる軽自動車等に対し、１台について、

それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 軽自動車及び小型特殊自動車 (2) 軽自動車及び小型特殊自動車 

イ 軽自動車 イ 軽自動車 

(ｱ) ２輪のもの（側車付のものを含む。）

年額 ３，６００円 

２輪のもの（側車付のものを含む。）

 年額 ３，６００円 

(ｲ) ３輪のもの 年額 ３，９００円 ３輪のもの 年額 ３，９００円 
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(ｳ) ４輪以上のもの ４輪以上のもの 

(a) 乗用のもの 乗用のもの 

営業用 年額 ６，９００円 営業用 年額 ６，９００円 

自家用 年額 １０，８００円 自家用 年額 １０，８００円 

(b) 貨物用のもの 貨物用のもの 

営業用 年額 ３，８００円 営業用 年額 ３，８００円 

自家用 年額 ５，０００円 自家用 年額 ５，０００円 

ロ 小型特殊自動車 ロ 小型特殊自動車 

(ｱ) 農耕作業用のもの 年額 ２，４

００円 

農耕作業用のもの 年額 ２，４００

円 

(ｲ) その他のもの 年額 ５，９００円 その他のもの 年額 ５，９００円 

(3) （略） (3) （略） 

（種別割の賦課期日及び納期） （軽自動車税の賦課期日及び納期） 

第６７条 種別割の賦課期日は４月１日とす

る。 

第６７条 軽自動車税の賦課期日は４月１日

とする。 

２ 種別割の納期は５月１０日から同月３１

日までとする。 

２ 軽自動車税の納期は５月１０日から同月

３１日までとする。 

３ （略） ３ （略） 

（種別割の徴収の方法） （軽自動車税の徴収の方法） 

第６７条の２ 種別割は普通徴収の方法によ

つて徴収する。 

第６７条の２ 軽自動車税は普通徴収の方法

によつて徴収する。 

（種別割に関する申告又は報告） （軽自動車税に関する申告又は報告） 

第６９条 種別割の納税義務者である軽自動

車等の所有者又は使用者（以下この節にお

いて「軽自動車等の所有者等」という。）

は、軽自動車等の所有者等となつた日から

１５日以内に、軽自動車及び二輪の小型自

動車の所有者又は使用者にあつては、施行

規則第３３号の４の２様式による申告書、

原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有

者又は使用者にあつては、施行規則第３３

号の５様式による申告書並びにその者の住

所を証明すべき書類を市長に提出しなけれ

第６９条 軽自動車税の納税義務者である軽

自動車等の所有者又は使用者（本節におい

て「軽自動車等の所有者等」という。）は、

軽自動車等の所有者等となつた日から１５

日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車

の所有者又は使用者にあつては、施行規則

第３３号の４様式による申告書、原動機付

自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使

用者にあつては、施行規則第３３号の５様

式による申告書並びにその者の住所を証明

すべき書類を市長に提出しなければならな
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ばならない。 い。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告

事項について変更があつた場合において

は、その事由が生じた日から１５日以内に、

当該変更があつた事項について軽自動車及

び二輪の小型自動車の所有者又は使用者に

あつては、施行規則第３３号の４の２様式

による申告書並びに原動機付自転車及び小

型特殊自動車の所有者又は使用者にあつて

は、施行規則第３３号の５様式による申告

書を市長に提出しなければならない。ただ

し、次項の規定により申告書を提出すべき

場合については、この限りでない。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告

事項について変更があつた場合において

は、その事由が生じた日から１５日以内に、

当該変更があつた事項について軽自動車及

び二輪の小型自動車の所有者又は使用者に

あつては、施行規則第３３号の４様式によ

る申告書並びに原動機付自転車及び小型特

殊自動車の所有者又は使用者にあつては、

施行規則第３３号の５様式による申告書を

市長に提出しなければならない。ただし、

次項の規定により申告書を提出すべき場合

については、この限りでない。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなつた者

は、軽自動車等の所有者等でなくなつた日

から３０日以内に、軽自動車及び二輪の小

型自動車の所有者又は使用者にあつては、

施行規則第３３号の４の２様式による申告

書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動

車の所有者又は使用者にあつては、施行規

則第３４号様式による申告書を市長に提出

しなければならない。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなつた者

は、軽自動車等の所有者等でなくなつた日

から３０日以内に、軽自動車及び二輪の小

型自動車の所有者又は使用者にあつては、

施行規則第３３号の４様式による申告書並

びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の

所有者又は使用者にあつては、施行規則第

３４号様式による申告書を市長に提出しな

ければならない。 

４ 第６５条第１項に規定する軽自動車等の

売主は、市長から当該軽自動車等の買主の

住所又は居所が不明であることを理由とし

て請求があつた場合には、当該請求があつ

た日から１５日以内に、次の各号に掲げる

事項を記載した報告書を市長に提出しなけ

ればならない。 

４ 第６４条第２項に規定する軽自動車等の

売主は、市長から当該軽自動車等の買主の

住所又は居所が不明であることを理由とし

て請求があつた場合には、当該請求があつ

た日から１５日以内に、次の各号に掲げる

事項を記載した報告書を市長に提出しなけ

ればならない。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

（種別割に係る不申告等に関する過料） （軽自動車税にかかる不申告等に関する過

料） 

第７０条 軽自動車等の所有者等又は第６５

条第１項に規定する軽自動車等の売主が前

条の規定によつて申告し、又は報告すべき

第７０条 軽自動車等の所有者等又は第６４

条第２項に規定する軽自動車等の売主が前

条の規定によつて申告し、又は報告すべき
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事項について正当な事由がなくて申告又は

報告をしなかつた場合においては、その者

に対し、１０万円以下の過料に処する。 

事項について正当な事由がなくて申告又は

報告をしなかつた場合においては、その者

に対し、１０万円以下の過料に処する。 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

（種別割の減免） （軽自動車税の減免） 

第７１条 市長は公益のため直接専用する軽

自動車等のうち必要と認めるものに対して

は、種別割を減免する。 

第７１条 市長は公益のため直接専用するも

のと認める軽自動車等に対しては、軽自動

車税を減免することができる。 

２ 前項の規定によつて種別割の減免を受け

ようとする者は納期限までに、当該軽自動

車等について減免を受けようとする税額及

び次の各号に掲げる事項を記載した申請書

に減免を必要とする事由を証明する書類を

添付してこれを市長に提出しなければなら

ない。 

２ 前項の規定によつて軽自動車税の減免を

受けようとする者は納期限までに、当該軽

自動車等について減免を受けようとする税

額及び次の各号に掲げる事項を記載した申

請書に減免を必要とする事由を証明する書

類を添付してこれを市長に提出しなければ

ならない。 

(1)～(8) （略） (1)～(8) （略） 

３ 第１項の規定によつて種別割の減免を受

けた者は、その事由が消滅した場合におい

ては、直ちにその旨を市長に申告しなけれ

ばならない。 

３ 第１項の規定によつて軽自動車税の減免

を受けた者は、その事由が消滅した場合に

おいては、直ちにその旨を市長に申告しな

ければならない。 

（身体障害者等に対する種別割の減免） （身体障害者等に対する軽自動車税の減

免） 

第７２条 市長は、次の各号に掲げる軽自動

車等のうち必要と認めるものに対しては、

種別割を減免する。 

第７２条 市長は、次の各号に掲げる軽自動

車等に対しては、軽自動車税を減免するこ

とができる。 

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者（以

下「身体障害者」という。）又は精神に

障害を有し歩行が困難な者（以下「精神

障害者」という。）が所有する軽自動車

等（身体障害者で年齢１８歳未満のもの

又は精神障害者と生計を一にする者が所

有する軽自動車等を含む。）で、当該身

体障害者、当該身体障害者若しくは精神

障害者（以下「身体障害者等」という。）

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者（以

下「身体障害者」という。）又は精神に

障害を有し歩行が困難な者（以下「精神

障害者」という。）が所有する軽自動車

等（身体障害者で年齢１８歳未満のもの

又は精神障害者と生計を一にする者が所

有する軽自動車等を含む。）で、当該身

体障害者、当該身体障害者若しくは精神

障害者（以下「身体障害者等」という。）
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のために当該身体障害者等と生計を一に

する者又は当該身体障害者等（身体障害

者等のみで構成される世帯の者に限る。）

のために当該身体障害者等（身体障害者

等のみで構成される世帯の者に限る。）

を常時介護する者が運転するもの（１台

に限る。） 

のために当該身体障害者等と生計を一に

する者又は当該身体障害者等（身体障害

者等のみで構成される世帯の者に限る。）

のために当該身体障害者等（身体障害者

等のみで構成される世帯の者に限る。）

を常時介護する者が運転するもののう

ち、市長が必要と認めるもの（１台に限

る。） 

(2) （略） (2) （略） 

２ 前項第１号の規定によつて種別割の減免

を受けようとする者は、納期限までに、市

長に対して、身体障害者福祉法（昭和２４

年法律第２８３号）第１５条の規定により

交付された身体障害者手帳（戦傷病者特別

援護法（昭和３８年法律第１６８号）第４

条の規定により戦傷病者手帳の交付を受け

ている者で身体障害者手帳の交付を受けて

いないものにあつては、戦傷病者手帳とす

る。以下この項において「身体障害者手帳」

という。）、県から交付された療育手帳（以

下この項において「療育手帳」という。）

又は精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５

条の規定により交付された精神障害者保健

福祉手帳（以下この項において「精神障害

者保健福祉手帳」という。）及び道路交通

法（昭和３５年法律第１０５号）第９２条

の規定により交付された身体障害者又は身

体障害者等と生計を一にする者若しくは身

体障害者等（身体障害者等のみで構成され

る世帯の者に限る。）を常時介護する者の

運転免許証（以下この項において「運転免

許証」という。）を提示するとともに、次

の各号に掲げる事項を記載した申請書に減

免を必要とする理由を証明する書類を添付

して、提出しなければならない。 

２ 前項第１号の規定によつて軽自動車税の

減免を受けようとする者は、納期限までに、

市長に対して、身体障害者福祉法（昭和２

４年法律第２８３号）第１５条の規定によ

り交付された身体障害者手帳（戦傷病者特

別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第

４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受

けている者で身体障害者手帳の交付を受け

ていないものにあつては、戦傷病者手帳と

する。以下本項において「身体障害者手帳」

という。）、県から交付された療育手帳（以

下本項において「療育手帳」という。）又

は精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条

の規定により交付された精神障害者保健福

祉手帳（以下本項において「精神障害者保

健福祉手帳」という。）及び道路交通法（昭

和３５年法律第１０５号）第９２条の規定

により交付された身体障害者又は身体障害

者等と生計を一にする者若しくは身体障害

者等（身体障害者等のみで構成される世帯

の者に限る。）を常時介護する者の運転免

許証（以下本項において「運転免許証」と

いう。）を提示するとともに、次の各号に

掲げる事項を記載した申請書に減免を必要

とする理由を証明する書類を添付して、提

出しなければならない。 
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(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

３ 第１項第２号の規定によつて種別割の減

免を受けようとする者は、納期限までに、

市長に対して、当該軽自動車等の提示（市

長が、当該軽自動車等の提示に代わると認

める書類の提出がある場合には、当該書類

の提出）をするとともに、前条第２項各号

に掲げる事項を記載した申請書を提出しな

ければならない。 

３ 第１項第２号の規定によつて軽自動車税

の減免を受けようとする者は、納期限まで

に、市長に対して、当該軽自動車等の提示

（市長が、当該軽自動車等の提示に代わる

と認める書類の提出がある場合には、当該

書類の提出）をするとともに、第７１条第

２項各号に掲げる事項を記載した申請書を

提出しなければならない。 

４ 前条第３項の規定は、第１項の規定によ

つて種別割の減免を受けている者について

準用する。 

４ 前条第３項の規定は、第１項の規定によ

つて軽自動車税の減免を受けている者につ

いて準用する。 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標

識の交付等） 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標

識の交付等） 

第７３条 （略） 第７３条 （略） 

２ 法第４４５条若しくは第６５条の２又は

第６４条第３項ただし書の規定によつて種

別割を課することのできない原動機付自転

車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者

は、その主たる定置場が市内に所在するこ

ととなつたときは、その事由が発生した日

から１５日以内に、市長に対し、規則で定

める様式による申請書を提出し、かつ、当

該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提

示をして、その車体に取り付けるべき標識

の交付を受けなければならない。種別割を

課されるべき原動機付自転車又は小型特殊

自動車が法第４４５条若しくは第６５条の

２又は第６４条第３項ただし書の規定によ

つて種別割を課されないこととなつたとき

における当該原動機付自転車又は小型特殊

自動車の所有者又は使用者についても、ま

た、同様とする。 

２ 法第４４３条若しくは第６４条の２又は

第６４条第３項ただし書の規定によつて軽

自動車税を課することのできない原動機付

自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使

用者は、その主たる定置場が市内に所在す

ることとなつたときは、その事由が発生し

た日から１５日以内に、市長に対し、規則

で定める様式による申請書を提出し、かつ、

当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の

提示をして、その車体に取り付けるべき標

識の交付を受けなければならない。軽自動

車税を課されるべき原動機付自転車又は小

型特殊自動車が法第４４３条若しくは第６

４条の２又は第６４条第３項ただし書の規

定によつて軽自動車税を課されないことと

なつたときにおける当該原動機付自転車又

は小型特殊自動車の所有者又は使用者につ

いても、また、同様とする。 

３～６ （略） ３～６ （略） 

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付 ７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付
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を受けた者は、当該原動機付自転車又は小

型特殊自動車の主たる定置場が市内に所在

しないこととなつたとき、当該原動機付自

転車又は小型特殊自動車を所有し、若しく

は使用しないこととなつたとき又は当該原

動機付自転車又は小型特殊自動車に対して

種別割が課されることとなつたときは、そ

の事由が発生した日から１５日以内に、市

長に対し、その標識及び証明書を返納しな

ければならない。 

を受けた者は、当該原動機付自転車又は小

型特殊自動車の主たる定置場が市内に所在

しないこととなつたとき、当該原動機付自

転車又は小型特殊自動車を所有し若しくは

使用しないこととなつたとき又は当該原動

機付自転車又は小型特殊自動車に対して軽

自動車税が課されることとなつたときは、

その事由が発生した日から１５日以内に、

市長に対し、その標識及び証明書を返納し

なければならない。 

８・９ （略） ８・９ （略） 

附 則 附 則 

 （特別土地保有税の課税の停止） 

第１２条 （略） 

 （特別土地保有税の課税の停止） 

第１２条 （略） 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特

例） 

第１２条の２ 軽自動車税の環境性能割の賦

課徴収は、当分の間、第１章第２節の規定

にかかわらず、県が、自動車税の環境性能

割の賦課徴収の例により、行うものとする。

（軽自動車税の環境性能割の減免の特例） 

第１２条の３ 市長は、当分の間、第６５条

の８の規定にかかわらず、県知事が自動車

税の環境性能割を減免する自動車に相当す

るものとして市長が定める三輪以上の軽自

動車に対しては、軽自動車税の環境性能割

を減免する。 

（軽自動車税の環境性能割の申告納付の特

例） 

第１２条の４ 第６５条の６の規定による申

告納付については、当分の間、同条中｢市長｣

とあるのは｢県知事｣とする。 

（軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱

費の交付） 

第１２条の５ 市は、県が軽自動車税の環境
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性能割の賦課徴収に関する事務を行うため

に要する費用を補償するため、法附則第２

９条の１６第１項に掲げる金額の合計額

を、徴収取扱費として県に交付する。 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第１２条の６ 営業用の三輪以上の軽自動車

に対する第６５条の４の規定の適用につい

ては、当分の間、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１号 １００分の１ １００分の０．５

第２号 １００分の２ １００分の１ 

第３号 １００分の３ １００分の２ 

２ 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第

６５条の４（第３号に係る部分に限る。）

の規定の適用については、同号中｢１００分

の３｣とあるのは、｢１００分の２｣とする。

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の税率の特例） 

第１３条 法附則第３０条第１項に規定する

三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が最初の法第４４４条第３項に規定する車

両番号の指定（以下この条において「初回

車両番号指定」という。）を受けた月から

起算して１４年を経過した月の属する年度

以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る

第６６条の規定の適用については、当分の

間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

第２号イ（ｲ）３，９００円 ４，６００円

第２号イ（ｳ）

(a) 

６，９００円 ８，２００円

１０，８００円１２，９００円

第２号イ（ｳ）３，８００円 ４，５００円

第１３条 法附則第３０条第１項に規定する

三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が初めて道路運送車両法第６０条第１項後

段の規定による車両番号の指定（以下この

条において「初回車両番号指定」という。）

を受けた月から起算して１４年を経過した

月の属する年度以後の年度分の軽自動車税

に係る第６６条の規定の適用については、

当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号イ ３，９００円 ４，６００円

６，９００円 ８，２００円

１０，８００円１２，９００円

３，８００円 ４，５００円
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(b) ５，０００円 ６，０００円 ５，０００円 ６，０００円

  ２ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第６

６条の規定の適用については、当該軽自動

車が平成２８年４月１日から平成２９年３

月３１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には、平成２９年度分の軽自動車

税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号イ ３，９００円 １，０００円

６，９００円 １，８００円

１０，８００円 ２，７００円

３，８００円 １，０００円

５，０００円 １，３００円

 ３ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車（ガソリンを

内燃機関の燃料として用いるものに限る。

次項において同じ。）に対する第６６条の

規定の適用については、当該軽自動車が平

成２８年４月１日から平成２９年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には、平成２９年度分の軽自動車税に限

り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

第２号イ ３，９００円 ２，０００円

６，９００円 ３，５００円

１０，８００円 ５，４００円

３，８００円 １，９００円

５，０００円 ２，５００円
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 ４ 法附則第３０条第５項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車（前項の規定

の適用を受けるものを除く。）に対する第

６６条の規定の適用については、当該軽自

動車が平成２８年４月１日から平成２９年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には、平成２９年度分の軽自動

車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号イ ３，９００円 ３，０００円

６，９００円 ５，２００円

１０，８００円８，１００円

３，８００円 ２，９００円

５，０００円 ３，８００円

（美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第３条 美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年美濃加茂市条例第

２１号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前 

   附 則 

第６条 平成２７年３月３１日以前に初めて

道路運送車両法第６０条第１項後段の規定

による車両番号の指定を受けた三輪以上の

軽自動車に対して課する軽自動車税の種別

割に係る美濃加茂市税条例第６６条及び附

則第１３条の規定の適用については、次の

表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

   附 則 

第６条 平成２７年３月３１日以前に初めて

道路運送車両法第６０条第１項後段の規定

による車両番号の指定を受けた三輪以上の

軽自動車に対して課する軽自動車税に係る

改正後の条例第６６条及び改正後の条例附

則第１３条の規定の適用については、次の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

第６６条第２

号イ（ｲ） 

３，９００円 ３，１００円

第６６条第２ ６，９００円 ５，５００円

改正後の条例

第６６条第２

号イ 

３，９００円 ３，１００円

６，９００円 ５，５００円

１０，８００円 ７，２００円
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号イ（ｳ）(a) １０，８００円 ７，２００円

第６６条第２

号イ（ｳ)(b)

３，８００円 ３，０００円

５，０００円 ４，０００円

附則第１３条

第１項 

第６６条 美濃加茂市税条

例の一部を改正

する条例（平成

２６年美濃加茂

市条例第２１

号。以下この条

において「平成

２６年改正条

例」という。）

附則第６条の規

定により読み替

えて適用される

第６６条 

附則第１３条

第１項の表第

２号イ(ｲ)の

項 

第２号イ（ｲ） 平成２６年改正

条例附則第６条

の規定により読

み替えて適用さ

れる第６６条第

２号イ（ｲ） 

３，９００円 ３，１００円

附則第１３条

第１項の表第

２号イ（ｳ）（a）

の項

第２号イ(ｳ)

（ａ） 

平成２６年改正

条例附則第６条

の規定により読

み替えて適用さ

れる第６６条第

２号イ（ｳ）(a)

６，９００円 ５，５００円

１０，８００円 ７，２００円

附則第１３条

第１項の表第

２号イ（ｳ）（b）

第２号イ（ｳ）

（b） 

平成２６年改正

条例附則第６条

の規定により読

３，８００円 ３，０００円

５，０００円 ４，０００円

改正後の条例

附則第１３条

第１項の表以

外の部分 

第６６条 美濃加茂市税条

例の一部を改正

する条例（平成

２６年美濃加茂

市条例第２１

号。以下この条

において「平成

２６年改正条

例」という。）

附則第６条の規

定により読み替

えて適用される

第６６条 

改正後の条例

附則第１３条

第１項の表第

６６条第２号

イの項 

第６６条第２

号イ 

平成２６年改正

条例附則第６条

の規定により読

み替えて適用さ

れる第６６条第

２号イ 

３，９００円 ３，１００円

６，９００円 ５，５００円

１０，８００円 ７，２００円

３，８００円 ３，０００円

５，０００円 ４，０００円
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の項 み替えて適用さ

れる第６６条第

２号イ(ｳ)(b) 

３，８００円 ３，０００円

５，０００円 ４，０００円

第４条 美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年美濃加茂市条例第

２８号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

附 則 

（市たばこ税に関する経過措置） 

第４条 １～６（略） 

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場

合においては、同項から前項までに規定するも

ののほか、美濃加茂市税条例第１２条、第８０

条第４項及び第５項、第８２条の２並びに第８

３条の規定を適用する。この場合において、次

の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

 （略） 

第１２条

第３号 

第６５条の６第

１項の申告書、第

８０条第１項若

しくは第２項の

申告書又は第１

２６条第１項の

申告書でその提

出期限 

平成２７年改正条

例附則第４条第６

項の納期限 

 （略） 

   附 則 

（市たばこ税に関する経過措置） 

第４条 １～６（略） 

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場

合においては、同項から前項までに規定するも

ののほか、美濃加茂市税条例第１２条、第８０

条第４項及び第５項、第８２条の２並びに第８

３条の規定を適用する。この場合において、次

の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

 （略） 

第１２条

第３号 

第８０条第１項

若しくは第２項

の申告書又は第

１２６条第１項

の申告書でその

提出期限 

平成２７年改正

条例附則第４条

第６項の納期限 

 （略） 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中美濃加茂市税条例の第２８条の２ただし書の改正規定 特定非営利
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活動促進法の一部を改正する法律（平成２８年法律第７０号）の施行の日 

(2) 第１条中美濃加茂市税条例附則第１３条の改正規定 平成２９年４月１日 

(3) 第２条から第４条の規定による美濃加茂市税条例の改正規定 平成３１年１

０月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 第２条の規定による改正後の美濃加茂市税条例（以下「改正後の条例」と

いう。）第２６条の５の規定は、前条第３号に掲げる規定の施行の日以後に開始

する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の

市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前

に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 改正後の条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第１

条第３号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して

課する軽自動車税の環境性能割について適用する。 

２ 改正後の条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分及び第３条の規定によ

る改正後の美濃加茂市税条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成

３２年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成３１年度分ま

での軽自動車税については、なお従前の例による。 
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議第７号 

美濃加茂市立図書館設置条例の一部を改正する条例について

美濃加茂市立図書館設置条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。

  平成２９年２月２８日

美濃加茂市長  藤 井 浩 人

記

美濃加茂市立図書館設置条例の一部を改正する条例

美濃加茂市立図書館設置条例（昭和５４年美濃加茂市条例第７号）の一部を次の

ように改正する。

改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第１条 図書館法（昭和２５年法律第１１８

号）第１０条の規定に基づき、美濃加茂市立

図書館（以下「図書館」という。）を設置す

る。 

第１条 この条例は、図書館法（昭和２５年法

律第１１８号）第１０条の規定に基づき、市

に美濃加茂市立図書館（以下「図書館」とい

う。）を設置する。 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 図書館の名称及び位置は、次のとおり

とする。 

第２条 図書館の名称及び位置は、次のとおり

とする。 

名称 位置 

美濃加茂市中

央図書館 

美濃加茂市太田町１９２１番地

１ 

美濃加茂市東

図書館 

美濃加茂市本郷町九丁目２番２

２号  

名称 位置 

美濃加茂市中

央図書館 

美濃加茂市太田町１９２１番地

１ 

美濃加茂市東

図書館 

美濃加茂市本郷町九丁目７６５

番地２ 

２ （略） ２ （略） 

（開館時間及び休館日） （開館時間及び休館日） 

第５条 図書館の開館時間及び休館日は、次の

とおりとする。ただし、市長が必要と認める

ときは、これを変更し、又は臨時に休館する

第５条 図書館の開館時間及び休館日は、次の

とおりとする。ただし、市長が必要と認める

ときは、これを変更し、又は臨時に休館する
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ことができる。 ことができる。 

名称 開館時間 休館日 

美濃加茂

市中央図

書館 

 （略） 

美濃

加茂

市東

図書

館 

許可

施設

以外

午前１０時から

午後８時まで。

ただし、土曜日、

日曜日及び休日

は、午前１０時

から午後５時１

５分までとす

る。 

金曜日（休日に当

たるときは、その

日前に最も近い休

日でない日であつ

て、年末年始及び

館内整理日を除く

日）、年末年始、

館内整理日及び特

別整理期間 許可

施設

午前８時３０分

から午後１０時

までとする。 

美濃加茂

市立図書

館北部分

室 

 （略） 

名称 開館時間 休館日 

美濃加茂

市中央図

書館 

 （略） 

美濃

加茂

市東

図書

館 

許可

施設

以外

午前１０時から

午後６時まで。

ただし、土曜日、

日曜日及び休日

は、午前１０時

から午後５時１

５分までとす

る。 

金曜日（休日に当

たるときは、その

日前に最も近い休

日でない日であつ

て、年末年始及び

館内整理日を除く

日）、年末年始、

館内整理日及び特

別整理期間 許可

施設

午前８時３０分

から午後１０時

までとする。 

美濃加茂

市立図書

館北部分

室 

 （略） 

（図書館協議会） （図書館協議会） 

第１６条 （略） 第１６条 （略） 

２ 協議会の委員（以下「委員」という。）は、

学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の

向上に資する活動を行う者並びに学識経験

のある者その他図書館の運営に資すると認

める者の中から、市長が委嘱する。 

２ 協議会の委員（以下「委員」という。）は、

学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の

向上に資する活動を行なう者並びに学識経

験のある者その他図書館の運営に資すると

認める者の中から、市長が委嘱する。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

- 60 -



議第８号 

   美濃加茂市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例等の一部を改 

   正する条例について 

美濃加茂市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例等の一部を改正する条例

を下記のとおり制定する。 

  平成２９年２月２８日 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

記 

美濃加茂市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例等の一部を改正する

条例 

 （美濃加茂市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例（平成２４年美

濃加茂市条例第２８号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前 

（事業の実施等） （事業の実施等） 

第２条 事業は、次に掲げる美濃加茂市放課

後児童クラブ（以下「放課後児童クラブ」

という。）において実施するものとする。 

第２条 事業は、次に掲げる美濃加茂市放課

後児童クラブ（以下「放課後児童クラブ」

という。）において実施するものとする。 

名称 位置 

太田小学校区放課

後児童クラブ 

（略） 

古井小学校区第１

放課後児童クラブ 

（略） 

古井小学校区第２

放課後児童クラブ 

美濃加茂市本郷町二丁目

６番７４号 

山之上小学校区放

課後児童クラブ 

（略） 

 （略） 

名称 位置 

太田小学校区放課

後児童クラブ 

（略） 

古井小学校区放課

後児童クラブ 

（略） 

山之上小学校区放

課後児童クラブ 

（略） 

 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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（保育料） （保育料） 

第１１条 市長は、事業に係る費用のうち次

の表に定める額（以下「保育料」とい

う。）を保護者から徴収する。 

第１１条 市長は、事業に係る費用のうち次

の表に定める額（以下「保育料」とい

う。）を、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２２４条に基づき保護者から徴

収する。 

（略） （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

（督促及び遅延損害金） 

第１２条の２ 保育料を第１１条第２項に規

定する納期限（以下「納期限」という。）

までに納付しない者があるときは、市長

は、期限を指定してこれを督促しなければ

ならない。 

２ 保護者は、納期限までにその納付すべき

金額を納付しないときは、納付すべき金額

に、その納期限の翌日から納付の日までの

期間の日数に応じ、年１４．６パーセント

（納期限の翌日から１月を経過する日まで

の期間については、年７．３パーセント）

の割合を乗じて計算した金額に相当する遅

延損害金額を加算して納付しなければなら

ない。 

３ 前項に規定する年当たりの割合は、うる

う年を含む期間についても、３６５日当た

りの割合とする。 

４ 遅延損害金の額を計算する場合において

は、その計算の基礎となる納付すべき金額

に１，０００円未満の端数があるとき、又

はその金額が２，０００円未満であるとき

は、その端数又はその全額を切り捨てる。 

５ 前項の遅延損害金の確定金額に１００円

未満の端数があるとき、又はその全額が
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１，０００円未満であるときは、その端数

又はその全額を切り捨てる。 

６ 市長は、保護者が納期限までに保育料を

納付しなかったことについてやむを得ない

事由があると認められる場合においては、

第２項の遅延損害金を減額し、又は免除す

ることができる。 

   附 則    附 則 

１～３ （略） １～３ （略） 

（遅延損害金の割合等の特例） 

４ 当分の間、第１２条の２第２項に規定す

る遅延損害金の年１４．６パーセントの割

合及び年７．３パーセントの割合は、この

規定にかかわらず、各年の特例基準割合

（当該年の前年に租税特別措置法（昭和３

２年法律第２６号）第９３条第２項の規定

により告示された割合に年１パーセントの

割合を加算した割合をいう。以下この項に

おいて同じ。）が年７．３パーセントの割

合に満たない場合には、その年（以下この

項において「特例基準割合適用年」とい

う。）中においては、年１４．６パーセン

トの割合にあっては当該特例基準割合適用

年における特例基準割合に年７．３パーセ

ントの割合を加算した割合とし、年７．３

パーセントの割合にあっては当該特例基準

割合に年１パーセントの割合を加算した割

合（当該加算した割合が年７．３パーセン

トの割合を超える場合には、年７．３パー

セントの割合）とする。 

 （美濃加茂市乳幼児一時預かり事業の実施に関する条例の一部改正） 

第２条 美濃加茂市乳幼児一時預かり事業の実施に関する条例（平成２７年美濃加

茂市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（事業の休業日） （事業の休業日） 
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第６条 一時預かりを行わない日（以下「休

業日」という。）は、次のとおりとする。

ただし、市長が必要と認めたときは、休業

日を変更し、又は臨時に休業することがで

きる。 

第６条 一時預かりを行わない日（以下「休

業日」という。）は、次のとおりとする。

ただし、市長が必要と認めたときは、休業

日を変更し、又は臨時に休業することがで

きる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) １２月２９日から翌年の１月３日まで

の日 

(3) １２月２９日から翌年の１月３日まで

の日（前号に掲げる日を除く。） 

（督促及び遅延損害金） （督促及び延滞金の徴収） 

第１６条 （略） 第１６条 （略） 

 ２ 前項の規定により督促状を発したとき

は、督促手数料として１通につき１００円

を徴収する。 

２ 利用者は、納期限までにその納付すべき

金額を納付しないときは、納付すべき金額

に、その納期限の翌日から納付の日までの

期間の日数に応じ、年１４．６パーセント

（納期限の翌日から１月を経過する日まで

の期間については、年７．３パーセント）

の割合を乗じて計算した金額に相当する遅

延損害金額を加算して納付しなければなら

ない。 

３ 利用者は、納期限までにその納付すべき

金額を納付しないときは、納付すべき金額

に、その納期限の翌日から納付の日までの

期間の日数に応じ、年１４．６パーセント

（納期限の翌日から１月を経過する日まで

の期間については、年７．３パーセント）

の割合を乗じて計算した金額に相当する延

滞金額を加算して納付しなければならな

い。 

３ 前項に規定する年当たりの割合は、うる

う年を含む期間についても、３６５日当た

りの割合とする。 

４ 前項に規定する年当たりの割合は、閏年

を含む期間についても、３６５日当たりの

割合とする。 

４ 遅延損害金の額を計算する場合において

は、その計算の基礎となる納付すべき金額

に１，０００円未満の端数があるとき、又

はその金額が２，０００円未満であるとき

は、その端数又はその全額を切り捨てる。 

５ 延滞金の額を計算する場合においては、

その計算の基礎となる納付すべき金額に

１，０００円未満の端数があるとき又はそ

の金額が２，０００円未満であるときは、

その端数又はその全額を切り捨てる。 

５ 前項の遅延損害金の確定金額に１００円

未満の端数があるとき、又はその全額が

１，０００円未満であるときは、その端数

又はその全額を切り捨てる。 

６ 前項の延滞金の確定金額に１００円未満

の端数があるとき又はその全額が１，００

０円未満であるときは、その端数又はその

全額を切り捨てる。 
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６ 市長は、利用者が納期限までに一時預か

り保育料を納付しなかったことについてや

むを得ない事由があると認められる場合に

おいては、第２項の遅延損害金を減額し、

又は免除することができる。 

７ 市長は、利用者が納期限までに一時預か

り保育料を納付しなかったことについてや

むを得ない事由があると認められる場合に

おいては、第２項の督促手数料及び第３項

の延滞金を減額し、又は免除することがで

きる。 

附 則 附 則 

（遅延損害金の割合等の特例） 

３ 当分の間、第１６条第２項に規定する遅

延損害金の年１４．６パーセントの割合及

び年７．３パーセントの割合は、この規定

にかかわらず、各年の特例基準割合（当該

年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第９３条第２項の規定により

告示された割合に年１パーセントの割合を

加算した割合をいう。以下この項において

同じ。）が年７．３パーセントの割合に満

たない場合には、その年（以下この項にお

いて「特例基準割合適用年」という。）中

においては、年１４．６パーセントの割合

にあっては当該特例基準割合適用年におけ

る特例基準割合に年７．３パーセントの割

合を加算した割合とし、年７．３パーセン

トの割合にあっては当該特例基準割合に年

１パーセントの割合を加算した割合（当該

加算した割合が年７．３パーセントの割合

を超える場合には、年７．３パーセントの

割合）とする。 

（延滞金の割合等の特例） 

３ 当分の間、第１６条第３項に規定する延

滞金の年１４．６パーセントの割合及び年

７．３パーセントの割合は、この規定にか

かわらず、各年の特例基準割合（当該年の

前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第

２６号）第９３条第２項の規定により告示

された割合に年１パーセントの割合を加算

した割合をいう。以下この項において同

じ。）が年７．３パーセントの割合に満た

ない場合には、その年（以下この項におい

て「特例基準割合適用年」という。）中に

おいては、年１４．６パーセントの割合に

あっては当該特例基準割合適用年における

特例基準割合に年７．３パーセントの割合

を加算した割合とし、年７．３パーセント

の割合にあっては当該特例基準割合に年１

パーセントの割合を加算した割合（当該加

算した割合が年７．３パーセントの割合を

超える場合には、年７．３パーセントの割

合）とする。 

（美濃加茂市病児保育事業の実施に関する条例の一部改正） 

第３条 美濃加茂市病児保育事業の実施に関する条例（平成２８年美濃加茂市条例

第４号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（休業日） （休業日） 

第６条 事業を実施しない日（以下「休業

日」という。）は、次のとおりとする。た

第６条 事業を実施しない日（以下「休業

日」という。）は、次のとおりとする。た
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だし、市長が必要と認めたときは、休業日

を変更し、又は臨時に休業することができ

る。 

だし、市長が必要と認めたときは、休業日

を変更し、又は臨時に休業することができ

る。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) １２月２９日から翌年の１月３日まで

の日 

(3) １２月２９日から翌年の１月３日まで

の日（前号に掲げる日を除く。） 

（督促及び遅延損害金） （督促及び延滞金の徴収） 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

 ２ 前項の規定により督促状を発したとき

は、督促手数料として１通につき１００円

を徴収する。 

２ 利用者は、納期限までにその納付すべき

金額を納付しないときは、納付すべき金額

に、その納期限の翌日から納付の日までの

期間の日数に応じ、年１４．６パーセント

（納期限の翌日から１月を経過する日まで

の期間については、年７．３パーセント）

の割合を乗じて計算した金額に相当する遅

延損害金額を加算して納付しなければなら

ない。 

３ 利用者は、納期限までにその納付すべき

金額を納付しないときは、納付すべき金額

に、その納期限の翌日から納付の日までの

期間の日数に応じ、年１４．６パーセント

（納期限の翌日から１月を経過する日まで

の期間については、年７．３パーセント）

の割合を乗じて計算した金額に相当する延

滞金額を加算して納付しなければならな

い。 

３ （略） ４ （略） 

４ 第２項の遅延損害金の額に１００円未満

の端数があるとき、又はその全額が１，０

００円未満であるときは、その端数又はそ

の全額を切り捨てる。 

５ 第３項の延滞金の額に１００円未満の端

数があるとき又はその全額が１，０００円

未満であるときは、その端数又はその全額

を切り捨てる。 

５ 市長は、利用者が納期限までに利用料を

納付しなかったことについてやむを得ない

事由があると認められる場合においては、

第２項の遅延損害金を減額し、又は免除す

ることができる。 

６ 市長は、利用者が納期限までに利用料を

納付しなかったことについてやむを得ない

事由があると認められる場合においては、

第２項の督促手数料及び第３項の延滞金を

減額し、又は免除することができる。 

附 則 附 則 

（遅延損害金の割合等の特例） 

３ 当分の間、第１４条第２項に規定する遅

延損害金の年１４．６パーセントの割合及

（延滞金の割合等の特例） 

３ 当分の間、第１４条第３項に規定する延

滞金の年１４．６パーセントの割合及び年
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び年７．３パーセントの割合は、この規定

にかかわらず、各年の特例基準割合（当該

年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第９３条第２項の規定により

告示された割合に年１パーセントの割合を

加算した割合をいう。以下この項において

同じ。）が年７．３パーセントの割合に満

たない場合には、その年（以下この項にお

いて「特例基準割合適用年」という。）中

においては、年１４．６パーセントの割合

にあっては当該特例基準割合適用年におけ

る特例基準割合に年７．３パーセントの割

合を加算した割合とし、年７．３パーセン

トの割合にあっては当該特例基準割合に年

１パーセントの割合を加算した割合（当該

加算した割合が年７．３パーセントの割合

を超える場合には、年７．３パーセントの

割合）とする。 

７．３パーセントの割合は、この規定にか

かわらず、各年の特例基準割合（当該年の

前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第

２６号）第９３条第２項の規定により告示

された割合に年１パーセントの割合を加算

した割合をいう。以下この項において同

じ。）が年７．３パーセントの割合に満た

ない場合には、その年（以下この項におい

て「特例基準割合適用年」という。）中に

おいては、年１４．６パーセントの割合に

あっては当該特例基準割合適用年における

特例基準割合に年７．３パーセントの割合

を加算した割合とし、年７．３パーセント

の割合にあっては当該特例基準割合に年１

パーセントの割合を加算した割合（当該加

算した割合が年７．３パーセントの割合を

超える場合には、年７．３パーセントの割

合）とする。 

附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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議第９号 

美濃加茂市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市国民健康保険条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  平成２９年２月２８日 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

美濃加茂市国民健康保険条例の一部を改正する条例

（美濃加茂市国民健康保険条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市国民健康保険条例（平成１２年美濃加茂市条例第９号）の一部

を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割

額の算定） 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割

額の算定） 

第１３条 前条の所得割額は、一般被保険者に

係る賦課期日の属する年の前年の所得に係

る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第

３１４条の２第１項に規定する総所得金額

及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額（同法附則第３３条

の２第５項に規定する上場株式等に係る配

当所得の金額、同法附則第３３条の３第５項

に規定する土地等に係る事業所得等の金額、

同法附則第３４条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年

法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは

第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１

項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、

第３５条の２第１項又は第３６条の規定に

該当する場合には、これらの規定の適用によ

り同法第３１条第１項に規定する長期譲渡

第１３条 前条の所得割額は、一般被保険者に

係る賦課期日の属する年の前年の所得に係

る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第

３１４条の２第１項に規定する総所得金額

及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額（同法附則第３３条

の２第５項に規定する上場株式等に係る配

当所得の金額、同法附則第３３条の３第５項

に規定する土地等に係る事業所得等の金額、

同法附則第３４条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年

法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは

第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１

項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、

第３５条の２第１項又は第３６条の規定に

該当する場合には、これらの規定の適用によ

り同法第３１条第１項に規定する長期譲渡
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所得の金額から控除する金額を控除した金

額）、地方税法附則第３５条第５項に規定す

る短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第３

３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第

１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第

１項、第３５条第１項又は第３６条の規定に

該当する場合には、これらの規定の適用によ

り同法第３２条第１項に規定する短期譲渡

所得の金額から控除する金額を控除した金

額）、地方税法附則第３５条の２第６項に規

定する株式等に係る譲渡所得等の金額（同法

附則第３５条の２の６第１１項若しくは第

１５項又は第３５条の３第１１項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第３５条の４第４項に規定する先

物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３

５条の４の２第７項の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）、外国居住者等

の所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１

４４号）第８条第２項（同法第１２条第５項

及び第１６条第２項において準用する場合

を含む。第３２条第１項第１号において同

じ。）に規定する特例適用利子等の額、同法

第８条第４項（同法第１２条第６項及び第１

６項第３項において準用する場合を含む。同

号において同じ。）に規定する特例適用配当

等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、

法人税法及び地方税法の特例等に関する法

律（昭和４４年法律第４６号。第３２条にお

いて「租税条約等実施特例法」という。）第

３条の２の２第１０項に規定する条約適用

利子等の額及び同条第１２項に規定する条

約適用配当等の額をいう。以下この条におい

て同じ。）の合計額から地方税法第３１４条

の２第２項の規定による控除をした後の総

所得の金額から控除する金額を控除した金

額）、地方税法附則第３５条第５項に規定す

る短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第３

３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第

１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第

１項、第３５条第１項又は第３６条の規定に

該当する場合には、これらの規定の適用によ

り同法第３２条第１項に規定する短期譲渡

所得の金額から控除する金額を控除した金

額）、地方税法附則第３５条の２第６項に規

定する株式等に係る譲渡所得等の金額（同法

附則第３５条の２の６第１１項若しくは第

１５項又は第３５条の３第１１項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第３５条の４第４項に規定する先

物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３

５条の４の２第７項の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）、租税条約等の

実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４

６号。第３２条において「租税条約等実施特

例法」という。）第３条の２の２第１０項に

規定する条約適用利子等の額及び同条第１

２項に規定する条約適用配当等の額をいう。

以下この条において同じ。）の合計額から地

方税法第３１４条の２第２項の規定による

控除をした後の総所得金額及び山林所得金

額並びに他の所得と区分して計算される所

得の金額の合計額（以下「基礎控除後の総所

得金額等」という。）に、第１５条の所得割

の保険料率を乗じて算定する。 

- 69 -



所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合計額

（以下「基礎控除後の総所得金額等」とい

う。）に、第１５条の所得割の保険料率を乗

じて算定する。 

２ （略） ２ （略） 

（保険料の減額） （保険料の減額） 

第３２条 次の各号に該当する納付義務者に

対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦

課額は、第１２条又は第１６条の基礎賦課額

から、それぞれ、当該各号に定める額を減額

して得た額（当該減額して得た額が５４万円

を超える場合には、５４万円）とする。 

第３２条 次の各号に該当する納付義務者に

対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦

課額は、第１２条又は第１６条の基礎賦課額

から、それぞれ、当該各号に定める額を減額

して得た額（当該減額して得た額が５４万円

を超える場合には、５４万円）とする。 

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦

課期日後に保険料の納付義務が発生した

場合には、その発生した日とする。）現在

においてその世帯に属する被保険者及び

特定同一世帯所属者につき算定した地方

税法第３１４条の２第１項に規定する総

所得金額（青色専従者給与額又は事業専従

者控除額については、同法第３１３条第３

項、第４項又は第５項の規定を適用せず、

また、所得税法（昭和４０年法律第３３号）

第５７条第１項、第３項又は第４項の規定

の例によらないものとし、山林所得金額並

びに他の所得と区分して計算される所得

の金額（地方税法附則第３３条の２第５項

に規定する上場株式等に係る配当所得の

金額、同法附則第３３条の３第５項に規定

する土地等に係る事業所得等の金額、同法

附則第３４条第４項に規定する長期譲渡

所得の金額、同法附則第３５条第５項に規

定する短期譲渡所得の金額、同法附則第３

５条の２第６項に規定する株式等に係る

譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の２

の６第１１項若しくは第１５項又は第３

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦

課期日後に保険料の納付義務が発生した

場合には、その発生した日とする。）現在

においてその世帯に属する被保険者及び

特定同一世帯所属者につき算定した地方

税法第３１４条の２第１項に規定する総

所得金額（青色専従者給与額又は事業専従

者控除額については、同法第３１３条第３

項、第４項又は第５項の規定を適用せず、

また、所得税法（昭和４０年法律第３３号）

第５７条第１項、第３項又は第４項の規定

の例によらないものとし、山林所得金額並

びに他の所得と区分して計算される所得

の金額（地方税法附則第３３条の２第５項

に規定する上場株式等に係る配当所得の

金額、同法附則第３３条の３第５項に規定

する土地等に係る事業所得等の金額、同法

附則第３４条第４項に規定する長期譲渡

所得の金額、同法附則第３５条第５項に規

定する短期譲渡所得の金額、同法附則第３

５条の２第６項に規定する株式等に係る

譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の２

の６第１１項若しくは第１５項又は第３
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５条の３第１１項の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）、同法附則第

３５条の４第４項に規定する先物取引に

係る雑所得等の金額（同法附則第３５条の

４の２第７項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）、外国居住者等の

所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律第８条第２項に規

定する特例適用利子等の額、同法第８条第

４項に規定する特例適用配当等の額、租税

条約等実施特例法第３条の２の２第１０

項に規定する条約適用利子等の額及び同

条第１２項に規定する条約適用配当等の

額をいう。以下この項において同じ。）の

算定についても同様とする。以下同じ。）

及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が、地

方税法第３１４条の２第２項に掲げる金

額を超えない世帯に係る保険料の納付義

務者 

５条の３第１１項の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）、同法附則第

３５条の４第４項に規定する先物取引に

係る雑所得等の金額（同法附則第３５条の

４の２第７項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）、租税条約等実施

特例法第３条の２の２第１０項に規定す

る条約適用利子等の額及び同条第１２項

に規定する条約適用配当等の額をいう。以

下この項において同じ。）の算定について

も同様とする。以下同じ。）及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算され

る所得の金額の合算額が、地方税法第３１

４条の２第２項に掲げる金額を超えない

世帯に係る保険料の納付義務者 

イに掲げる額に当該世帯に属する被保

険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額とロに掲げる額と

を合算した額 

イに掲げる額に当該世帯に属する被保

険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額とロに掲げる額と

を合算した額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の被保険者

均等割の保険料率に１０分の７を乗じ

て得た額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の被保険者

均等割の保険料率に１０分の７を乗じ

て得た額 

ロ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平

等割の保険料率に１０分の７を乗じて

得た額 

ロ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平

等割の保険料率に１０分の７を乗じて

得た額 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

第２条 美濃加茂市国民健康保険条例の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 
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（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割

額の算定） 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割

額の算定） 

第１３条 前条の所得割額は、一般被保険者に

係る賦課期日の属する年の前年の所得に係

る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第

３１４条の２第１項に規定する総所得金額

及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額（同法附則第３３条

の２第５項に規定する上場株式等に係る配

当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６

第１１項又は第１５項の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額）、同法附則第

３３条の３第５項に規定する土地等に係る

事業所得等の金額、同法附則第３４条第４項

に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の

４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、

第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、

第３５条第１項、第３５条の２第１項又は第

３６条の規定の適用がある場合には、これら

の規定の適用により同法第３１条第１項に

規定する長期譲渡所得の金額から控除する

金額を控除した金額）、地方税法附則第３５

条第５項に規定する短期譲渡所得の金額（租

税特別措置法第３３条の４第１項若しくは

第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１

項、第３４条の３第１項、第３５条第１項又

は第３６条の規定の適用がある場合には、こ

れらの規定の適用により同法第３２条第１

項に規定する短期譲渡所得の金額から控除

する金額を控除した金額）、地方税法附則第

３５条の２第５項に規定する一般株式等に

係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の

３第１５項の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）、同法附則第３５条の２の

２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡

第１３条 前条の所得割額は、一般被保険者に

係る賦課期日の属する年の前年の所得に係

る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第

３１４条の２第１項に規定する総所得金額

及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額（同法附則第３３条

の２第５項に規定する上場株式等に係る配

当所得の金額、同法附則第３３条の３第５項

に規定する土地等に係る事業所得等の金額、

同法附則第３４条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年

法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは

第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１

項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、

第３５条の２第１項又は第３６条の規定に

該当する場合には、これらの規定の適用によ

り同法第３１条第１項に規定する長期譲渡

所得の金額から控除する金額を控除した金

額）、地方税法附則第３５条第５項に規定す

る短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第３

３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第

１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第

１項、第３５条第１項又は第３６条の規定に

該当する場合には、これらの規定の適用によ

り同法第３２条第１項に規定する短期譲渡

所得の金額から控除する金額を控除した金

額）、地方税法附則第３５条の２第６項に規

定する株式等に係る譲渡所得等の金額（同法

附則第３５条の２の６第１１項若しくは第

１５項又は第３５条の３第１１項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第３５条の４第４項に規定する先

物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３

５条の４の２第７項の規定の適用がある場
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所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第

１５項又は第３５条の３第１３項若しくは

第１５項の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額）、同法附則第３５条の４第４

項に規定する先物取引に係る雑所得等の金

額（同法附則第３５条の４の２第７項の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）、

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法

及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４

４年法律第４６号。第３２条において「租税

条約等実施特例法」という。）第３条の２の

２第１０項に規定する条約適用利子等の額

及び同条第１２項に規定する条約適用配当

等の額をいう。以下この条において同じ。）

の合計額から地方税法第３１４条の２第２

項の規定による控除をした後の総所得金額

及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合計額（以下「基

礎控除後の総所得金額等」という。）に、第

１５条の所得割の保険料率を乗じて算定す

る。 

合には、その適用後の金額）、租税条約等の

実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４

６号。第３２条において「租税条約等実施特

例法」という。）第３条の２の２第１０項に

規定する条約適用利子等の額及び同条第１

２項に規定する条約適用配当等の額をいう。

以下この条において同じ。）の合計額から地

方税法第３１４条の２第２項の規定による

控除をした後の総所得金額及び山林所得金

額並びに他の所得と区分して計算される所

得の金額の合計額（以下「基礎控除後の総所

得金額等」という。）に、第１５条の所得割

の保険料率を乗じて算定する。 

２ （略） ２ （略） 

（保険料の減額） （保険料の減額） 

第３２条 次の各号に該当する納付義務者に

対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦

課額は、第１２条又は第１６条の基礎賦課額

から、それぞれ、当該各号に定める額を減額

して得た額（当該減額して得た額が５４万円

を超える場合には、５４万円）とする。 

第３２条 次の各号に該当する納付義務者に

対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦

課額は、第１２条又は第１６条の基礎賦課額

から、それぞれ、当該各号に定める額を減額

して得た額（当該減額して得た額が５４万円

を超える場合には、５４万円）とする。 

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦

課期日後に保険料の納付義務が発生した

場合には、その発生した日とする。）現在

においてその世帯に属する被保険者及び

特定同一世帯所属者につき算定した地方

税法第３１４条の２第１項に規定する総

所得金額（青色専従者給与額又は事業専従

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦

課期日後に保険料の納付義務が発生した

場合には、その発生した日とする。）現在

においてその世帯に属する被保険者及び

特定同一世帯所属者につき算定した地方

税法第３１４条の２第１項に規定する総

所得金額（青色専従者給与額又は事業専従
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者控除額については、同法第３１３条第３

項、第４項又は第５項の規定を適用せず、

所得税法（昭和４０年法律第３３号）第５

７条第１項、第３項又は第４項の規定の例

によらないものとし、山林所得金額並びに

他の所得と区分して計算される所得の金

額（地方税法附則第３３条の２第５項に規

定する上場株式等に係る配当所得等の金

額（同法附則第３５条の２の６第１１項又

は第１５項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、同法附則第３３条の

３第５項に規定する土地等に係る事業所

得等の金額、同法附則第３４条第４項に規

定する長期譲渡所得の金額、同法附則第３

５条第５項に規定する短期譲渡所得の金

額、同法附則第３５条の２第５項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同

法附則第３５条の３第１５項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第３５条の２の２第５項に規定

する上場株式に係る譲渡所得等の金額（同

法附則第３５条の２の６第１５項又は第

３５条の３第１３項若しくは第１５項の

規定の適用がある場合には、その適用後の

金額）、同法附則第３５条の４第４項に規

定する先物取引に係る雑所得等の金額（同

法附則第３５条の４の２第７項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）、

租税条約等実施特例法第３条の２の２第

１０項に規定する条約適用利子等の額及

び同条第１２項に規定する条約適用配当

等の額をいう。以下この項において同じ。）

の算定についても同様とする。以下同じ。）

及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が、地

方税法第３１４条の２第２項に掲げる金

者控除額については、同法第３１３条第３

項、第４項又は第５項の規定を適用せず、

また、所得税法（昭和４０年法律第３３号）

第５７条第１項、第３項又は第４項の規定

の例によらないものとし、山林所得金額並

びに他の所得と区分して計算される所得

の金額（地方税法附則第３３条の２第５項

に規定する上場株式等に係る配当所得の

金額、同法附則第３３条の３第５項に規定

する土地等に係る事業所得等の金額、同法

附則第３４条第４項に規定する長期譲渡

所得の金額、同法附則第３５条第５項に規

定する短期譲渡所得の金額、同法附則第３

５条の２第６項に規定する株式等に係る

譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の２

の６第１１項若しくは第１５項又は第３

５条の３第１１項の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）、同法附則第

３５条の４第４項に規定する先物取引に

係る雑所得等の金額（同法附則第３５条の

４の２第７項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）、租税条約等実施

特例法第３条の２の２第１０項に規定す

る条約適用利子等の額及び同条第１２項

に規定する条約適用配当等の額をいう。以

下この項において同じ。）の算定について

も同様とする。以下同じ。）及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算され

る所得の金額の合算額が、地方税法第３１

４条の２第２項に掲げる金額を超えない

世帯に係る保険料の納付義務者 
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額を超えない世帯に係る保険料の納付義

務者 

イに掲げる額に当該世帯に属する被保

険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額とロに掲げる額と

を合算した額 

イに掲げる額に当該世帯に属する被保

険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額とロに掲げる額と

を合算した額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の被保険者

均等割の保険料率に１０分の７を乗じ

て得た額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の被保険者

均等割の保険料率に１０分の７を乗じ

て得た額 

ロ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平

等割の保険料率に１０分の７を乗じて

得た額 

ロ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平

等割の保険料率に１０分の７を乗じて

得た額 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第２条の規定による改正後の美濃加茂市国民健康保険条例の規定は、平成２９

年度以後の年度分の保険料について適用し、平成２８年度以前の年度分の保険料

については、なお従前の例による。 
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議第１０号 

平成２８年度美濃加茂市一般会計補正予算（第８号） 

平成２８年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３２２，１９３千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２，０９３，２１５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の追加は、「第３表 地方債補正」による。 

平成２９年２月２８日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
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第 ２ 表

（追加）

千円

2 総務費 1 総務管理費 旧伊深村役場庁舎改修事業 67,710

繰  越  明  許  費  補  正　　

款 項 事　　　　　　　業　　　　　　　名 金　　　　　　額
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第 ３ 表

(追加)

起債の方法 利　　率 償　　還　　の　　方　　法

千円 　政府資金については、
その融資条件により、銀
行その他の場合にはその
借入先と協定するものに
よる。ただし、市財政の
都合により繰上償還若し
くは低利に借換えするこ
とができる。

限 度 額

地　　　　方　　　　債　　　　補　　　　正

起 債 の 目 的

旧伊深村役場庁舎改修事業
29,400 年1.8％以内証書借入
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前前年度末現 前年度末現在 当該年度末現

  在高 高見込額　　　 当該年度中 当該年度中元 在高見込額　

起債見込額 金償還見込額

千円 千円 千円 千円 千円

１　普　通　債 6,719,471      6,506,358      898,600         791,486         6,613,472

（１）　総　　務　　 182,623         158,926         38,800          23,953          173,773

（２）　民　　生 136,612         96,557          31,833          64,724

（３）　衛　　生                                         

（４）　農　　林 506,536         425,283                             67,326          357,957

（５）　商　　工 35,256          18,956          2,570            16,386

（６）　土　　木 3,447,486      3,102,189      306,200         460,814         2,947,575

（７）　消　　防 108,748         101,212         25,800          17,513          109,499

（８）　教　　育 2,302,210      2,603,235      527,800         187,477         2,943,558

２　災害復旧債                                                                                 

（１）　補助災害                     

（２）　単独災害                                                             

３　そ　の　他 7,886,486      8,041,432      820,000         733,407         8,128,025

（１）　県貸付金                                                             

（２）　減収補てん債等 506,133         423,071                             84,270          338,801

（３）　財源対策債等 667,205         528,815                             124,985         403,830

（４）　臨時財政対策債 6,713,148      7,089,546      820,000         524,152         7,385,394

14,605,957     14,547,790     1,718,600      1,524,893      14,741,497

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及

び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込み

区   　　   分

合　　　計
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議第１１号 

   平成２８年度美濃加茂市国民健康保険会計補正予算（第２号） 

 平成２８年度美濃加茂市の国民健康保険会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，３４８千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，６０４，８９５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２９年２月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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議第１２号 

平成２８年度美濃加茂市介護保険会計補正予算（第３号） 

平成２８年度美濃加茂市の介護保険会計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，０２５千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，８８３，０１４千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正（保険事業勘定）」による。 

平成２９年２月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

- 114 -



- 115 -



- 116 -



- 117 -



- 118 -



- 119 -



- 120 -



- 121 -



- 122 -



- 123 -



議第１３号 

平成２８年度美濃加茂市後期高齢者医療会計補正予算（第２号） 

平成２８年度美濃加茂市の後期高齢者医療会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９，４６９千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ５３０，９５０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成２９年２月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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議第１４号 

平成２９年度美濃加茂市一般会計予算 

平成２９年度美濃加茂市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１９，７７０，０００千円と定

める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （継続費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の規定による継

続費の経費の総額及び年割額は、「第２表 継続費」による。 

 （債務負担行為） 

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができ

る事項、期間及び限度額は、「第３表 債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表 地方債」によ

る。 

 （一時借入金） 

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、５００，０００千円と定める。  

 （歳出予算の流用） 

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済

費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。 

平成２９年２月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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議第１５号 

平成２９年度美濃加茂市国民健康保険会計予算 

平成２９年度美濃加茂市の国民健康保険会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，５４５，７６１千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、５０，０００千円と定める。  

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係

る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間

の流用 

 (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用 

  平成２９年２月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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議第１６号 

平成２９年度美濃加茂市介護保険会計予算 

平成２９年度美濃加茂市の介護保険会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ保険事業勘定は３，８８５，７

５６千円、介護サービス事業勘定は５，７７４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算（保険事業勘定）」及び「第２表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）」に

よる。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、５０，０００千円と定める。  

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係

る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間

の流用 

 (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用 

  平成２９年２月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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議第１７号 

平成２９年度美濃加茂市後期高齢者医療会計予算 

平成２９年度美濃加茂市の後期高齢者医療会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５４４，５１０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、５０，０００千円と定める。 

  平成２９年２月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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議第１８号 

平成２９年度美濃加茂市介護認定・障がい者自立支援認定審査会 

会計予算 

平成２９年度美濃加茂市の介護認定・障がい者自立支援認定審査会会計の予算は、

次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４０，８６７千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  平成２９年２月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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議第１９号 

平成２９年度美濃加茂市古井財産区会計予算 

平成２９年度美濃加茂市の古井財産区会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，００１千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  平成２９年２月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
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議第２０号 

平成２９年度美濃加茂市山之上財産区会計予算 

平成２９年度美濃加茂市の山之上財産区会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，０２２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  平成２９年２月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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議第２１号 

平成２９年度美濃加茂市水道事業会計予算 

（総則） 

第１条 平成２９年度美濃加茂市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 給 水 戸 数              １６，９５２戸 

(2) 年 間 総 配 水 量           ６，６４６，０００ 

(3) 一日平均配水量               １８，２０８ 

(4) 主な建設改良事業 

配水設備拡張事業             ８２，２９３千円 

    配水設備改良事業                 ５２８，８９０千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収    入 

第１款  水道事業収益          １，５５３，８８８千円 

第１項 営 業 収 益           １，２９４，８３５千円 

第２項 営業外収益              ２５９，０５３千円 

支    出 

第１款  水道事業費用          １，４２２，３８４千円 

第１項 営 業 費 用           １，３６６，７５０千円 

第２項 営業外費用              ５０，６３４千円 

第３項 予 備 費               ５，０００千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額５５７，１９１千円は、当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額３６，７１０千円、減債積立金９７，７６０千円及び過年

度分損益勘定留保資金４２２，７２１千円で補てんするものとする。）。 

収     入 

第１款  資本的収入             １５４，９３３千円 

第 1項 工事負担金              ２２，０００千円 

第２項 分 担 金              ６９，４３３千円 

第３項 補 助 金              ６３，５００千円 

支     出 

第１款  資本的支出             ７１２，１２４千円 

第 1項 建設改良費             ６１４，３６４千円 
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第２項 企業債償還金             ９７，７６０千円 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第５条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流

用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経

なければならない。 

(1) 職員給与費                ９２，２４０千円 

 （たな卸資産購入限度額） 

第６条 たな卸資産の購入限度額は、１０，０００千円と定める。 

平成２９年２月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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議第２２号  

平成２９年度美濃加茂市下水道事業会計予算 

（総則） 

第１条 平成２９年度美濃加茂市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 排水戸数             １３，１５０戸 

(2) 年間総排水量        ４，６８２，７３０ 

(3) 一日平均排水量          １２，８２９ 

(4) 主な建設改良事業 

汚水管渠整備事業費        ９９，５２０千円 

雨水管渠整備事業費       ７９，０００千円 

雨水ポンプ場整備事業費     ５９，０５５千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収     入 

第１款 下水道事業収益      ２，３３８，７２６千円 

第１項 営業収益           ８８５，８７１千円 

第２項 営業外収益        １，４５２，８５５千円 

支     出 

第１款 下水道事業費用      ２，３３８，７２６千円 

第１項 営業費用        １，９０８，５９６千円 

第２項 営業外費用         ４２９，１２０千円 

第３項 特別損失               １０千円 

第４項 予備費             １，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額６３０，６４９千円は、当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額３，８６３千円、減債積立金６１，９３５千円、過年度分

損益勘定留保資金８３，８０３千円、当年度分損益勘定留保資金４８１，０４８

千円で補てんするものとする。）。 

収     入 

第１款 資本的収入          １，０８２，６６６千円 

第１項 企業債             ８１６，７００千円 

第２項 負担金             ２１０，９９６千円 
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第３項 分担金                           ９７０千円 

第４項 補助金              ５４，０００千円 

支     出 

第１款  資本的支出          １，７１３，３１５千円 

第１項 建設改良費            ２６７，２１５千円 

第２項 企業債償還金        １，４４６，１００千円 

 （企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

起債の目的 
限度額 

（千円） 

起債の 

方法 
利 率 償還の方法 

建設改良 116,700 
証書借入 年１．８％

以内 

政府資金については、その融資条件により、

銀行その他の場合にはその借入先との協定に

よる。ただし、企業財政の都合により繰上償

還若しくは低利に借換えすることができる。
資本費平準化 700,000 

計 816,700 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

(1) 収益的支出 第１項 営業費用  第２項 営業外費用 第３項 特別損失 

(2) 資本的支出 第１項 建設改良費  第２項 企業債償還金  

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流

用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経

なければならない。 

(1) 職員給与費             ５４，４４０千円 

（他会計からの補助金） 

第９条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、７０，７４７千円である。 

（たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、６，６００千円と定める。 

平成２９年２月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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議第２３号

   市道路線の廃止について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、下記のとお

り市道路線を廃止することについて、同条第３項の規定により議会の議決を求める。

  平成２９年２月２８日提出

美濃加茂市長  藤 井 浩 人

記

番

号
路線名 

起         点 重要な

経過地終         点 

１ 塚原河渡線 
美濃加茂市古井町下古井２５２番地先   

美濃加茂市田島町２丁目字河渡３２７５番１地先   

２ 田島６７４号線 
美濃加茂市田島町２丁目字河渡３２７６番１地先   

美濃加茂市田島町２丁目字坂下３２１０番２地先   

３ 田島１５０号線 
美濃加茂市田島町３丁目字平手２１２０番１１地先   

美濃加茂市田島町３丁目字平手２０４３番１４地先   

４ 諸田６２号線 
美濃加茂市蜂屋町中蜂屋字里八４６８番１地先   

美濃加茂市蜂屋町中蜂屋字山崎３２８番２地先   
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廃止路線 ①：塚原河渡 線

塚原河渡 線

山手小学校

木沢記念病院
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廃止路線 ②：田島674号　線

田島674号 線

山手小学校
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廃止路線 ②：田島674号　線

田島674号 線

山手小学校
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廃止路線 ③：田島150号　線

田島150号 線

山手小学校

- 149 -



廃止路線 ③：田島150号　線

田島150号 線
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廃止路線 ④：諸田62号　線

諸田62号 線

(株)ヤマザキマザック
美濃加茂製作所
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廃止路線 ④：諸田62号　線

諸田62号 線
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議第２４号

市道路線の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり

市道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議会の議決を求める。

  平成２９年２月２８日提出

美濃加茂市長  藤 井 浩 人  

記

番

号
路線名 

起         点 重要な

経過地終         点 

１ 塚原坂下線 
美濃加茂市古井町下古井２５２番地先   

美濃加茂市田島町２丁目字坂下３２０７番２地先   

２ 田島６８１号線 
美濃加茂市田島町２丁目字河渡３２７６番１地先   

美濃加茂市田島町２丁目字河渡３２７５番１地先   

３ 田島６８２号線 
美濃加茂市田島町３丁目字平手２０４４番１地先   

美濃加茂市田島町３丁目字平手２０８９番１地先   

４ 諸田５６２号線 
美濃加茂市蜂屋町中蜂屋字里八４６８番１地先   

美濃加茂市蜂屋町中蜂屋字奥村４５７番１地先   
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新規認定路線 ①：塚原坂下 線

塚原坂下 線

山手小学校

木沢記念病院
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新規認定路線 ②：田島681号　線

田島681号 線

山手小学校
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新規認定路線 ②：田島681号　線

田島681号 線

山手小学校
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新規認定路線 ③：田島682号　線

田島682号 線
山手小学校

- 157 -



新規認定路線 ③：田島682号　線

田島682号 線
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新規認定路線 ④：諸田562号　線

諸田562号 線

(株)ヤマザキマザック
美濃加茂製作所
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新規認定路線 ④：諸田562号　線

諸田562号 線
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議第２５号

可茂広域行政事務組合の解散に関する協議について

 平成２９年３月３１日限り可茂広域行政事務組合を解散することに関し、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により、可茂広域行政事務組合規約

（平成７年岐阜県指令可総第１７号）第２条に規定する関係市町村及び関係一部事務

組合と協議することについて、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求める。

  平成２９年２月２８日提出

                     美濃加茂市長  藤 井 浩 人
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議第２６号

   可茂広域行政事務組合の解散に伴う財産処分に関する協議について

 平成２９年３月３１日限り可茂広域行政事務組合を解散することに伴う財産処分

について下記のとおり定めることに関し、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２８９条の規定により、可茂広域行政事務組合規約（平成７年岐阜県指令可総第

１７号）第２条に規定する関係市町村及び関係一部事務組合と協議することについ

て、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求める。 

  平成２９年２月２８日提出

美濃加茂市長  藤 井 浩 人  

                  記

 可茂広域行政事務組合の財産及びその処分の方法は、次のとおりとする。

名  称 金  額 処分の方法 

可茂ふるさと基金 48,080,000 円 基金の全額を岐阜県知事に返

還する。 

財政調整基金    3,979,057 円 平成２８年度の可茂広域行政

事務組合総務費分担金の算出

方法により算出した額を関係

市町村に帰属する。 

美濃加茂市   760,670 円 

可児市     1,229,278 円 

坂祝町    217,642 円 

富加町    197,621 円 

川辺町    260,158 円 

七宗町    199,130 円 

八百津町   300,105 円 

白川町    289,608 円 

東白川村   175,269 円 

御嵩町    349,576 円 
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議第２７号

   可茂広域行政事務組合の解散に伴う事務の承継に関する協議について

 平成２９年３月３１日限り可茂広域行政事務組合を解散することに伴う事務の承

継について下記のとおり定めることに関し、可茂広域行政事務組合規約（平成７年

岐阜県指令可総第１７号）第２条に規定する関係市町村及び関係一部事務組合と協

議することについて、同規約第１２条の規定に基づき、議会の議決を求める。

  平成２９年２月２８日提出

      美濃加茂市長  藤 井 浩 人

記 

美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東

白川村及び御嵩町（以下「関係市町村」という。）並びに可茂衛生施設利用組合、可

茂消防事務組合、可茂公設地方卸売市場組合、可児市・御嵩町中学校組合、美濃加

茂市富加町中学校組合（以下「関係一部事務組合」という。）は、可茂広域行政事務

組合（以下「組合」という。）の解散に伴い、その事務について、次のとおり承継す

る。 

１ 公用文書に関する事項 

  組合が保有する公平委員会の事務に関する文書は、組合が解散後に設置される

可茂広域公平委員会が承継し、それ以外の文書は美濃加茂市が承継する。 

２ 歳計現金に関する事項 

  組合の歳計現金は、平成２８年度可茂広域行政事務組合総務費分担金を算出す

る際に用いる割合に基づき関係市町村が承継する。 

３ 公平委員会に関する事項 

組合で共同処理している公平委員会の事務は、組合が解散後に設置される可茂

広域公平委員会が承継する。 

４ 組合の決算の承継に関する事項 

  解散した組合の決算は、美濃加茂市において調製するものとし、組合の決算の

審査及び認定は、関係市町村及び関係一部事務組合においてそれぞれ行うものと

する。 

５ その他の事務の承継に関する事項 

 (1) 平成２９年３月３１日に組合が保有する現金及び債務その他組合に帰属する

事務（前４項を除く。）の全ては、美濃加茂市が承継する。 
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 (2) 美濃加茂市は、前号により承継した債務の履行（以下「清算」という。）を行

うものとする。 

 (3) 美濃加茂市は、清算に係る収支報告書を調製しなければならない。 

 (4) 美濃加茂市は、清算に係る収支を含んだ額による決算の認定を受けたときは

当該認定された議会の議決を証する書面及び前号の収支報告書を関係市町村及

び関係一部事務組合に送付しなければならない。 
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議第２８号

   電子情報処理による戸籍事務の委託に関する協議について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４の規定により、電子情

報処理による戸籍事務の委託に関し、各務原市、山県市及び下呂市と次の規約によ

り協議することについて、同条第３項において準用する同法第２５２条の２の２第

３項の規定により、議会の議決を求める。

  平成２９年２月２８日提出

美濃加茂市長  藤 井 浩 人
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電子情報処理による戸籍事務の委託に関する規約 

（委託事務の範囲） 

第１条 山県市、下呂市及び美濃加茂市(以下「委託市」という。）は、次に掲げる

事務（以下「委託事務」という。）の管理及び執行を各務原市（以下「受託市」と

いう。）に委託する。 

(1) 戸籍法施行規則（昭和２２年司法省令第９４号）第６８条に規定する戸籍事

務を処理し、戸籍データを格納する電子情報処理装置（以下「処理装置」とい

う。）の保守、運用及び更新に関する事務 

(2) 処理装置に係る周辺機器の保守、運用及び更新に関する事務 

(3) 処理装置に係る電子情報処理組織の保守、運用及び更新に関する事務 

（管理及び執行の方法） 

第２条 委託事務の管理及び執行については、この規約に定めるもののほか、受託

市の条例、規則その他の規程（以下「条例等」という。）の定めるところによる。 

（経費の負担） 

第３条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、委託市の負担とし、受託市に支

払うものとする。 

２ 前項の経費の額及び納付の時期は、受託市の長と委託市の長との協議により定

めるものとする。この場合において、受託市の長は、あらかじめ、委託事務に要

する経費の見積りに関する書類を委託市の長に送付しなければならない。 

３ 第１項の経費の負担については、受託市と委託市との間でその基本的な算出方

法を定めるものとする。 

（予算の執行） 

第４条 受託市の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、

受託市の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。 

２ 各年度において委託事務の管理及び執行に要した経費のうち、委託市が負担す

べきものについて、委託市が受託市に支払った額に過不足があるときは、翌年度

に委託市が負担すべき額において、これを調整するものとする。 

（管理及び執行状況の通知） 

第５条 受託市の長は、毎年度決算が確定したときは、速やかに委託事務の管理及

び執行の状況を委託市の長に通知するものとする。 

（決算の場合の措置） 

第６条 受託市の長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第６項

の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する

部分を委託市の長に通知するものとする。 

（連絡会議） 

第７条 受託市の長は、委託事務について連絡調整を図るため、委託市の長と年１

回連絡会議を開くものとする。ただし、受託市の長が必要と認める場合又は委託
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市の長の申出がある場合は、臨時に連絡会議を開くことができる。 

（条例等の制定・改廃の場合の措置）  

第８条 受託市の長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を新た

に制定し、又は改廃した場合は、直ちにこれを委託市の長に通知するものとする。 

（委任） 

第９条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項

は、受託市の長と委託市の長が協議して定める。 

附 則 

１ この規約は、平成２５年２月１２日から施行する。 

２ 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び

執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、受託市の長がこれを決算

する。この場合において、決算に伴って生ずる過不足は、速やかにこれを精算す

るものとする。 

   附 則 

この規約は、平成３０年２月１３日から施行する。 
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諮第１号 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 人権擁護委員の候補者として下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和

２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

平成２９年２月２８日提出 

                                 美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

住  所  美濃加茂市山之上町７７０番地 

氏  名  西 田 正 幸 

生年月日    昭和２２年１１月１２日                       
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